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第１  基本的な事項 
 

1-1 住田町の概況 

 

1-1（1）自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

（１）自然的条件 

 本町は、岩手県の東南部に位置し、南東は大船渡市、南は陸前高田市、北東は釜石市、

北は遠野市、西は奥州市、南西は一関市に接しており、東西約 31 ㎞、南北約 19 ㎞で

334.84 ㎢の面積を有しています。 

 地形は、その四方を標高 600～1,300ｍの山々に囲まれ、総面積の約 90％が山地で占

められています。平坦地は少なく、町北東部から大きく西部に蛇行して南下する気仙川

とその支流沿いに集落や農耕地などが点在しています。 

気候は、沿岸部に比較的近いことから海洋性気候の影響を受け、冬季は比較的温暖で

ありながら、夏季は冷涼と内陸的な気候の影響も受ける地域となっています。年平均気

温は 11.2℃で、冬季は北部で 20～30 ㎝、南部で 10～15 ㎝の積雪があります。 

 

表－１ 気象概況（住田観測所） 

 

（出典 気象庁 HP「過去の気象データ」） 

 

（２）歴史的条件 

本町に村落が形成されたのは、奥州藤原氏の頃であり、金の産地として多くの労働者

や商人が集まり、内陸部と沿岸部を結ぶ宿場町として発展してきました。藤原氏、葛西

日照時間

日(平均) 最高(平均) 最低(平均) 平均 最大 （ｈ） 合計 １日最大

平成27年 11.5 16.7 7.0 2.2 11.7 1762.3 1,313.5 68.0

平成28年 11.1 16.2 6.7 2.0 13.7 1654.0 1,490.0 149.5

平成29年 10.6 15.7 6.2 2.0 13.1 1607.5 1,311.0 98.5

平成30年 11.2 16.6 6.7 2.0 12.9 1698.2 1,405.5 98.0

令和元年 11.2 16.5 6.7 2.1 12.3 1734.8 1,427.5 104.5

令和2年

1月 1.1 5.4 -2.4 1.9 8.8 89.5 66.5 37.0

2月 1.6 6.1 -2.5 1.9 10.4 90.5 32.0 7.0

3月 5.2 10.4 0.1 2.4 12.0 150.9 110.0 76.5

4月 7.7 13.1 2.3 2.3 9.0 155.5 131.5 54.0

5月 15.0 20.9 9.6 2.0 9.4 172.0 76.0 28.5

6月 19.7 25.6 14.9 2.0 7.6 179.6 121.0 28.0

7月 20.7 24.6 18.3 1.4 7.1 61.7 294.5 60.5

8月 24.9 30.5 21.0 1.6 6.3 167.7 172.0 62.5

9月 21.1 25.6 17.9 1.4 6.8 87.2 170.0 40.5

10月 12.8 17.9 8.7 1.4 7.1 113.3 64.0 18.5

11月 7.2 13.2 2.1 1.7 9.4 127.8 23.5 6.5

12月 0.4 4.6 -3.5 1.6 8.4 94.7 32.5 8.5

年次・月
気温（℃） 風速（m/秒） 降水量（mm）
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氏、伊達氏の統治下の後、明治２年の廃藩置県により当初は江刺県に、さらに一関県、

磐井県、水沢県、宮城県、明治９年５月に岩手県に編入されました。 

町村合併促進法に基づき、昭和 30 年４月１日に世田米町、上有住村、下有住村の１

町２村が合併し、住田町が誕生しました。 

 

（３）社会的条件 

 本町から広域圏中心都市である大船渡市までは約 18 ㎞、東北新幹線の水沢江刺駅が

ある奥州市までは約 50 ㎞、県都盛岡市までは約 90 ㎞の距離にあります。 

鉄道は、町の北東部をＪＲ釜石線が走り、町内唯一の鉄道駅である上有住駅がありま

すが、本町と他地域を結ぶ主要な交通手段にはなっていないことや、移動手段として十

分に活用できていないことから、町民の主要な交通手段は、バスや自家用車です。 

道路は、北上市と大船渡市を結ぶ国道 107号、遠野市と陸前高田市を結ぶ国道 340号、

奥州市と大船渡市を結ぶ国道 397 号の 3 路線と、釜石市、遠野市、大船渡市、陸前高田

市などを結ぶ一般県道４路線があります。また、近年では東北横断自動車道釜石秋田線

の滝観洞 IC や遠野住田 IC、そこに接続している三陸縦貫自動車道の開通もあり、交通

の利便性の向上と町外との交流の活性化が図られています。 

 

（４）経済的条件 

 本町の産業の中心は、終戦前までは、広大な原野に依存した軍馬飼育と恵まれた森林

資源に支えられた木炭生産が中心でした。終戦後は、軍馬飼育が衰えたことから酪農が

導入され、製炭と合わせて主要産業となりましたが、酪農は地理的条件から規模拡大が

できず、木炭生産についてもエネルギー革命により衰退しました。その後、本町は豊か

な森林資源と少ない耕地を集約的に活用した農林業を基幹産業として今日まで発展を

遂げてきました。 

農業は、耕地面積や日照時間、水温、浅い耕土などの自然条件や、市場までの距離が

遠いという社会条件からも、決して恵まれた環境ではありませんでした。そのような中、

古くは稲作を中心に、酪農や養蚕、葉たばこなどを営んできましたが、昭和 40 年代か

らの高度経済成長期に入ると、旧来の農業形態では追いつかなくなりました。そこで、

昭和 46 年に第２次農業基本計画を策定し、集約的複合経営の推進や自立経営農家の育

成などによる農業所得の向上を目指す、いわゆる「住田型農業」を築き上げてきました。

その後、農家数の減少などにより耕種農業が衰退し、現在は畜産が農業生産の大半を占

めています。 

林業は、昭和 53 年に林業振興計画を策定し、拡大造林を推進し、素材生産から製材、

集成材加工、プレカット、住宅建築に至る町産材の加工、流通の拠点づくりを推進して

きました。その後、森林・林業の活性化を図るだけでなく、森林資源の有効活用や環境

に配慮した森林経営の確立も合わせて、まちづくりを進めるために、平成 16 年に第３

次林業振興計画を策定し、「森林・林業日本一のまちづくり」をスローガンに掲げ、町

の基幹産業として積極的に事業を展開しています。 

また、役場庁舎をはじめとする公共施設には、町産材を積極的に利用するとともに、

木材加工において産出される木くずなどの未利用資源を加工した木質ペレットを生産
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し木質ペレットストーブやボイラーなどの燃焼機器を積極的に導入するなど、再生可能

エネルギーの導入を進めています。 

 

1-1（2）過疎の状況 

本町の人口は、町村合併時である昭和 30 年の 13,121 人をピークに下降の一途をたど

り、平成 27 年には 5,720 人となり、60 年間で 7,401 人と半数以上も減少しています。 

こうした中で、昭和 55 年に制定された過疎地域振興特別措置法により過疎地域指定

を受け、過疎地域自立促進特別措置法まで継続して過疎対策事業を行ってきました。 

町道の整備については、特に重点的に国・県道の改良と連動しながら進めた結果、昭

和 55 年度から平成 27 年度までの間で、改良率が 21.5％から 55.0％、舗装率が 18.1％

から 54.5％となっています。また、情報基盤の整備については、平成 20 年に町内全域

に光ファイバー網を敷設し、情報格差の解消に努めました。 

産業分野では、農林業の振興による地域経済の活性化に努め、農林道整備や森林整備

事業を積極的に進めるとともに、花き野菜種苗センターの建設、施設型畜産の拡大、木

材加工流通施設の整備などにより、農林家所得の向上に成果を上げてきました。 

教育分野では、小中学校の学校教育施設、学校給食センター、運動公園、体育施設の

整備を着々と進めてきており、また、高齢者福祉分野では、保健、医療、福祉の活動拠

点施設として、保健福祉センター、高齢者生活福祉センター、特別養護老人ホーム、デ

イサービスセンターを整備し、高齢化社会に対応したサービスの充実に努めました。 

生活環境分野においては、簡易水道施設や公共下水道施設の整備、消防施設設備の充

実、定住促進のための町営住宅の建設や空き家の改修など快適で持続可能な住環境や生

活基盤の整備に努めてきました。 

これらの過疎対策事業を推進することにより、生活基盤の整備や様々なサービスの確

保を図ってきましたが、人口減少や少子高齢化に歯止めがかからない状況となっていま

す。 

 

1-1（3）社会経済的発展の方向 

本町の今後の人口推移は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）の推計

では、令和 27 年（2045年）における本町の人口は 2,730人で、高齢化率は 56.7％と予

測されています。 

人口減少に加えさらに高齢化が進むことによって、経済活動の縮小による雇用の場の

減少がさらに人口減少に拍車をかけ、担い手不足による集落の共助の縮小が課題として

想定されます。 

このことから本町では、令和２年度に地方版総合戦略を内包する「住田町総合計画」

を策定し、基本理念に「豊かな水と緑に育まれ 安らぎとにぎわいが調和する 共生の

まち 住田」を掲げ、「医・食・住」の３つの柱に沿った重点施策を始めとする各種施

策を推進することにより、人口が減少しても住みやすい、住み続けたいと思える町づく

りに取り組むこととしています。 

その実現には、町民と行政とが一体となった協働による施策の推進に加え、国や県、

さらに大船渡市と本町で形成する定住自立圏などによる総合的な展開が必要となりま
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す。 

 

1-2 人口及び産業の推移と動向 

 

1-2（1）人口の推移と動向 

本町の人口は、昭和 30 年の 13,121 人をピークに減少し続け、平成 27 年には 5,720

人となり、この間で半数以下に減少しています。平成 22 年から平成 27 年までの人口増

減率は、全国の△0.8％、県の△3.8％に対し、本町は△7.6％となっています。本町で

は、過去最も減少の度合いが高かった平成 17 年から平成 22 年までの増減率△9.6％に

比べると緩やかにはなりましたが、依然減少度合いは高い状況で推移しています。 

年齢階層別にみると、すべての階層で減少していますが、特に 15 歳から 29 歳までの

増減率が△27.3％と過去最大の減少率となっています。０歳から 64 歳まででみると減

少率は緩やかになっているものの、0～14 歳の割合は 8.4％と平成 22 年に比べ 0.8 ポイ

ント減少し、65 歳以上人口の割合（高齢化率）は 41.3％と平成 22 年に比べ 2.6 ポイン

ト増加しており、少子高齢化がさらに進んでいます。 

世帯数は、ピークである昭和 55 年の 2,294 世帯まで増え続け、以降は増加と減少を

繰り返し、平成 27 年は 2,117 世帯とピーク時に比べ 7.7％減少しています。１世帯当

たりの人口は、昭和 30 年の 6.4 人に比べ平成 27 年は 2.7人と半数以上も減少し、核家

族化が進行しています。 

住民基本台帳における平成 27 年から令和２年までの人口動態をみると、自然増減に

ついては、出生数の平均が 23 人、死亡数の平均が 109 人と、大幅な自然減となってい

ます。長期的にみると、昭和 45 年に初めて死亡数が出生数を上回り、昭和 61 年以降

は、死亡数が出生数を絶えず上回っています。同じく社会増減については、転入者数の

平均が 111 人、転出者数の平均が 163 人であり、転出数が転入数を 52 人上回っていま

す。年齢別にみると、20 歳前後の進学、就職期の減少が特に大きくなっています。 

 本町の今後の人口推移は、社人研の平成 30 年３月の推計（以下「H30 推計」）では、

令和 22 年（2040 年）に 3,153 人と予測されており、「総合計画」の着実な取り組みが必

要となっています。 
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表－２ 人口及び世帯数の推移 

 
（出典 国勢調査） 

 

  

総数 男 女

昭和30年 13,121 6,282 6,839 2,058 39.2 6.4 100 100.0

昭和35年 12,619 5,954 6,665 2,176 37.7 5.8 96.2 105.7

昭和40年 11,449 5,379 6,070 2,226 34.2 5.1 87.3 108.2

昭和45年 10,397 4,925 5,472 2,270 31.1 4.6 79.2 110.3

昭和50年 9,585 4,569 5,016 2,259 28.6 4.2 73.1 109.8

昭和55年 9,036 4,344 4,692 2,294 27.0 3.9 68.9 111.5

昭和60年 8,702 4,150 4,552 2,241 26.0 3.9 66.3 108.9

平成2年 8,228 3,927 4,301 2,246 24.6 3.7 62.7 109.1

平成7年 7,783 3,730 4,053 2,204 23.2 3.5 59.3 107.1

平成12年 7,305 3,485 3,820 2,168 21.8 3.4 55.7 105.3

平成17年 6,848 3,265 3,583 2,174 20.5 3.1 52.2 105.6

平成22年 6,190 2,959 3,231 2,081 18.5 3.0 47.2 101.1

平成27年 5,720 2,763 2,955 2,117 17.1 2.7 43.6 102.9

年次
人口

世帯数
１㎢当り
人口

１世帯
当り人口

人口の
指数

世帯の
指数
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表－３ 人口の推移（国勢調査） 

 

（出典 国勢調査） 

 

  

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

12,619 ― 11,449 △ 9.3 10,397 △ 9.2 9,585 △ 7.8 9,036 △ 5.7

4,671 ― 3,999 △ 14.4 3,000 △ 25.0 2,249 △ 25.0 1,822 △ 19.0

6,870 ― 6,356 △ 7.5 6,251 △ 1.7 6,071 △ 2.9 5,844 △ 3.7

うち15歳～

29歳 (a)
2,566 ― 1,937 △ 24.5 1,829 △ 5.6 1,720 △ 6.0 1,563 △ 9.1

1,078 ― 1,094 1.5 1,146 4.8 1,265 10.4 1,370 8.3

20.3% ― 16.9% ― 17.6% ― 17.9% ― 17.3% ―

8.5% ― 9.6% ― 11.0% ― 13.2% ― 15.2% ―

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

8,702 △ 3.7 8,228 △ 5.4 7,783 △ 5.4 7,305 △ 6.1 6,848 △ 6.3

1,546 △ 15.1 1,314 △ 15.0 1,120 △ 14.8 880 △ 21.4 690 △ 21.6

5,566 △ 4.8 5,100 △ 8.4 4,508 △ 11.6 4,015 △ 10.9 3,661 △ 8.8

うち15歳～

29歳 (a)
1,287 △ 17.7 1,027 △ 20.2 867 △ 15.6 855 △ 1.4 802 △ 6.2

1,590 16.1 1,814 14.1 2,155 18.8 2,410 11.8 2,497 3.6

14.8% ― 12.5% ― 11.1% ― 11.7% ― 11.7% ―

18.3% ― 22.0% ― 27.7% ― 33.0% ― 36.5% ―

実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％

6,190 △ 9.6 5,720 △ 7.6

572 △ 17.1 482 △ 15.7

3,220 △ 12.0 2,871 △ 10.8

うち15歳～

29歳 (a)
685 △ 14.6 498 △ 27.3

2,398 △ 4.0 2,365 △ 1.4

11.1% ― 8.7% ―

38.7% ― 41.3% ―
(b)／総数

高齢者比率

区分
平成22年

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上

(b)

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上

(b)

(a)／総数

若年者比率

(a)／総数

若年者比率

区分
昭和60年 平成2年 平成7年

総数

平成27年

区分
昭和35年 昭和55年昭和50年昭和45年昭和40年

平成12年 平成17年

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上

(b)

(a)／総数

若年者比率

(b)／総数

高齢者比率

(b)／総数

高齢者比率
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表－４ 人口の推移（住民基本台帳） 

（出典 住民基本台帳） 

  

実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

人 ％ 人 ％ ％ 人 ％ ％

7,451 ― 6,994 ― △ 6.1 6,376 ― △ 8.8

男 3,583 48.1 3,353 47.9 △ 6.4 3,087 48.4 △ 7.9

女 3,868 51.9 3,641 52.1 △ 5.9 3,289 51.6 △ 9.7

実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

人 ％ ％ 人 ％ ％

5,993 ― △ 6.0 5,884 ― △ 1.8

2,907 48.5 △ 5.8 2,871 48.8 △ 1.2

3,086 51.5 △ 6.2 3,013 51.2 △ 2.4

36 50.7 － 43 50.0 19.4

35 49.3 － 43 50.0 22.9

実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

人 ％ ％ 人 ％ ％

5,345 ― △ 9.2 5,203 ― △ 2.7

2,604 48.7 △ 9.3 2,549 49.0 △ 2.1

2,741 51.3 △ 9.0 2,654 51.0 △ 3.2

43 47.8 0.0 48 42.9 11.6

47 52.2 9.3 64 57.1 36.2

男
（外国人住民除く）

女
（外国人住民除く）

参
考

男（外国人住民）

女（外国人住民）

総数

区分
平成31年3月31日 令和2年3月31日

総数
（外国人住民除く）

男
（外国人住民除く）

総数
（外国人住民除く）

平成26年3月31日 平成27年3月31日
区分

参
考

女（外国人住民）

男（外国人住民）

女
（外国人住民除く）

人口の推移（住基）

区分
平成12年3月31日 平成17年3月31日 平成22年3月31日
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図－１ 人口の見通し 

 

（出典 住田町総合計画） 

 

1-2（2）産業の推移と動向 

本町の就業者数は、昭和 35 年が最も多く 6,045 人で、このうち第１次産業が 4,410

人（72.9％）、第２次産業が 590 人（9.8％）、第３次産業が 1,045 人（17.3％）となっ

ています。その後は産業構造の変化により、建設業や製造業、商工業といった第２次、

第３次産業が成長し、平成 27 年には第１次産業が 563 人（19.8％）、第２次産業が 947

人（33.3％）、第３次産業が 1,338 人（47.0％）となっています。特にも本町の基幹産

業である農林業を中心とする第１次産業では、昭和35年から平成27年までの間に3,847

人（△87.2％）減少し、構成比も 53.1 ポイント減少しています。 

平成 27 年の就業者数は、平成 22 年からの増減率が＋1.6％であり、これは東日本大

震災の復興需要によるものと考えられます。 

年齢別にみると、平成 27 年の就業者 2,850 人のうち 10 歳代は 10 人（0.4％）、20 歳

代は 295 人（10.4％）、30 歳代は 432 人（15.2％）、40 歳代は 512 人（18.0％）、50 歳代

は 694 人（24.4％）、60 歳代は 548 人（19.2％）、70 歳代以上は 357 人（12.5％）であ

り、50 歳代が最も多く、次いで 60 歳代、40 歳代となっています。 

また、第１次産業の就業者で最も多い年齢層は、70 歳代以上が 221 人、次いで 60 歳

代が 137 人である一方で、若年層の 10 歳代と 20 歳代を合わせても 29 人のみとなって

おり、基幹産業の高齢化が進んでいます。 

 

  

6,190 

5,575 

5,024 

4,505 

4,026 

3,605 
3,211 

5,720 

5,133 

4,569 

4,057 

3,594 

3,153 2,730 

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

H25推計 H30推計
(人)
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表－５ 産業別人口の動向 

 

（出典 国勢調査） 

 

表－６ 年代別就業者数の動向（平成 27 年） 

 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

6,045 － 5,407 △10.6 5,306 △1.9 4,936 △7.0 4,914 △0.4

第1次産業 4,410 － 3,548 △19.5 2,968 △16.3 2,404 △19.0 1,911 △20.5

就業人口比率 72.9% 65.6% 55.9% 48.7% 38.9%

第2次産業 590 － 753 27.6 1,078 43.2 1,257 16.6 1,601 27.4

就業人口比率 9.8% 13.9% 20.3% 25.5% 32.6%

第3次産業 1,045 － 1,106 5.8 1,260 13.9 1,275 1.2 1,402 10.0

就業人口比率 17.3% 20.5% 23.7% 25.8% 28.5%

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

4,839 △1.5 4,600 △4.9 4,251 △7.6 3,712 △12.7 3,335 △10.2

第1次産業 1,999 4.6 1,546 △22.7 1,268 △18.0 902 △28.9 834 △7.5

就業人口比率 41.3% 33.6% 29.8% 24.3% 25.0%

第2次産業 1554 △2.9 1696 9.1 1,622 △4.4 1,441 △11.2 1,164 △19.2

就業人口比率 32.1% 36.9% 38.2% 38.8% 34.9%

第3次産業 1,286 △8.3 1,358 5.6 1,361 0.2 1,369 0.6 1,335 △2.5

就業人口比率 26.6% 29.5% 32.0% 36.9% 40.1%

実数 増減率 実数 増減率

人 ％ 人 ％

2,804 △15.9 2,850 1.6

第1次産業 631 △24.3 563 △10.8

就業人口比率 22.5% 19.8%

第2次産業 889 △23.6 947 6.5

就業人口比率 31.7% 33.3%

第3次産業 1,282 △4.0 1,338 4.4

就業人口比率 45.8% 47.0%

平成17年

総　　数

区分
平成22年

総　　数

平成7年 平成12年

総　　数

区分
昭和60年 平成2年

平成27年

区分
昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年昭和35年

19　歳 20歳～ 30歳～ 40歳～ 50歳～ 60歳～ 70　歳

以　下 29歳 39歳 49歳 59歳 69歳 以　上

2,850 10 295 432 512 694 548 359

構成比 0.4 10.4 15.2 18.0 24.4 19.2 12.6
563 0 29 38 49 89 137 221

構成比 0.0 5.2 6.7 8.7 15.8 24.3 39.3
（出典　国勢調査）

第1次産業

区　分 総　数

全産業
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1-3 行財政の状況 

 

1-3（1）行政の状況 

令和３年４月現在の行政機構は、図－２に記載のとおり８課１室４事務局のほか、地

域包括支援センターや２つの保育園と小学校・中学校が各２校などとなっています。職

員数は平成 27 年の 107 人から令和３年には 110 人となり、３人増加している状況とな

っています。 

近年、社会経済情勢や町民意識の変化、地方分権の推進などにより、行政需要は複雑、

多様化すると共に急速に増大してきています。これらに適切に対処するため、職員の資

質向上や事務の簡素合理化、電算化、外部委託などの高度化や効率化に努めてきました。 

また、交通網や通信網が整備され日常生活圏が拡大していることへの対応や、行政事

務の効率化のため、平成 10 年３月には大船渡市、陸前高田市とともに気仙広域連合を

設立し、ふるさと市町村圏基金事業や職員の共同研修事業、し尿処理、介護保険法に基

づく審査判定業務を行ってきました。消防とごみ処理についても、大船渡地区消防組合、

大船渡地区環境衛生組合の一部事務組合で実施しているほか、ごみ処理については、平

成 18 年４月に大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町と岩手沿岸南部広域環境組合を

設立し、平成 23 年から岩手沿岸南部クリーンセンターが稼動しています。 

さらに、令和元年 10 月には中心市宣言を行った大船渡市と定住自立圏形成協定を締

結し、令和２年３月に互いに連携・協力し、役割を分担して、圏域住民が健康で安心し

て暮らすために必要な生活機能の確保や圏域全体の活性化を図るため、大船渡・住田定

住自立圏共生ビジョンを策定しています。 
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図－２ 行政機構 

 

 

農業委員会 事務局
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1-3（2）財政の状況 

本町の財政状況をみると、歳入では、一般財源が平成 22 年度の 38 億 6,368 万 1 千円

に比べ令和元年度は 36 億 7,351 万 2 千円と 4.9％減少しています。地方債は、町道改

良工事や住田分署救急車整備事業などにより、平成 22 年度の 7,310 万円から令和元年

度の 2 億 5,410 万円と 247.6％増加しています。 

地方債残高については、令和元年度末で 60 億 2,512 万 4 千円となっており、公債費

負担比率と実質公債費比率は、平成 22 年度と比べ、それぞれ 6.2 ポイント、0.4 ポイ

ント増加しています。 

一方、歳出については、人件費や公債費の増加により、令和元年度の義務的経費は、

平成 22 年度と比較すると 21.0％増加しています。 

投資的経費については、役場庁舎建設事業が終了するなど普通建設事業が大幅に減少

したことにより、平成 22 年度の 7 億 2,648 万 8 千円から令和元年度の 4 億 317 万 6 千

円と 45.5％減少しています。 

今後においても、地方税をはじめとする自主財源が極めて乏しく、財政運営の多くを

地方交付税や地方債に依存せざるを得ない状況が見込まれることから、引き続き自主財

源確保に努め安定した財政基盤の確立を図る必要があります。  
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表－７ 財政（普通会計）の状況 

 

（出典 地方財政状況調査） 

 

 

表－８ 自主財源比率 

 
（出典 地方財政状況調査） 

  

平成22年度 平成27年度 令和元年度

4,611,744 5,271,444 4,679,772

一般財源 3,863,681 3,674,591 3,673,512

国庫支出金 183,735 283,709 275,140

都道府県支出金 231,756 361,216 228,308

地方債 73,100 628,800 254,100

　うち過疎債 73,100 614,400 221,000

その他 259,472 323,128 248,712

4,314,065 5,101,776 4,591,087

義務的経費 1,694,045 1,846,393 2,050,336

投資的経費 726,488 964,176 403,176

　うち普通建設事業 726,486 963,497 373,459

その他 1,893,532 2,291,207 2,137,575

過疎対策事業費 283,092 329,600 471,618

297,679 169,668 88,685

117,736 55,143 23,750

179,943 114,525 64,935

財政力指数 0.17 0.17 0.19

公債費負担比率 13.0 15.1 19.2

実質公債費比率 8.2 6.4 8.6

起債制限比率 4.7 4.0 4.5

経常収支比率 82.3 81.9 90.5

将来負担比率 － － －

地方債残高 4,938,180 6,169,630 6,025,124

（単位：千円）

区分

翌年度へ繰り越すべき財源Ｄ

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ）

歳出総額　Ｂ

歳入総額　Ａ

実質収支（Ｃ－Ｄ）

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

指数 22.5 22.9 22.2 32.4 23.4 20.9 21.8 21.1 27.3 24.4
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1-3（3）公共施設等の設備状況 

 令和元年度末の町道の改良率は 56.1％、舗装率は 56.0％、水道普及率は 66.2％、水

洗化率は 55.4％で、年々整備が進んでいます。しかしながら、334.84 ㎢と広大な面積

を有していることから、集落が散在する本町では､他の類似団体と比べ、整備状況は劣

っています。 

これら散在する集落に、適切に公共施設などの配置をし、産業の振興を図り地域の活

性化を推進していく必要があります。 

 

表－９ 主要公共施設等の整備状況 

 

（出典 公共施設状況調査）  

昭和55

年度末

平成２

年度末

平成12

年度末

平成22

年度末

令和元

年度末

改良率 (%) 21.5 36.4 49.8 54.5 56.1

舗装率 (%) 18.1 36.2 48 53.9 56

(m) ― ― ― 14,811 14,811

(m) 47.2 16.1 ― ― ―

(m) ― ― ― 90,339 89,239

(m) 6.1 17.9 18.7 ― ―

(%) 23.1 25.4 36.9 54.8 66.2

(%) ― 2.3 16.6 44.6 55.4

(床) 10.3 12.7 　― 　― ―

区　　　　　分

市町村道

農道延長

耕地1ha当たり農道延長

林道延長

林野1ha当たり林道延長

水道普及率

水洗化率

人口千人当たり病院、
診療所の病床数
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1-4 地域の持続的発展の基本方針 

岩手県が策定した過疎地域持続的発展方針に基づき、本町における現況と問題点をふ

まえて、今後の方向を定めるものとします。 

 

1-4 基本方針 

 本町は、昭和 55 年に過疎地域として指定されて以来、①道路交通網の整備、②学校・

体育施設の充実・整備、③生活環境及び高齢者福祉施設の整備、④農林業の基盤整備、

⑤観光・リゾート施設の整備、⑥情報基盤の整備、⑦消防防災体制の充実など、地域課

題の解消と地域の振興に努めてきましたが、 334.84 ㎢と広大な面積の中に点在する集

落への整備であるため、必ずしも充分にその効果が波及していない現状となっています。 

本町では、これまで様々な施策を講じ、各分野で事業を展開してきましたが、依然と

して人口減少に歯止めがかからず、人口は国勢調査によると平成 27 年では 5,720 人で

あり、平成 22 年の 6,190 人から 7.6％減少しています。また、高齢化率は、平成 27 年

国勢調査では、41.3％と県内でも上位にあり、超高齢社会を迎えています。 

 このような人口減少と超高齢社会のなかで、令和２年度に、本町でも町人口ビジョン、

町総合戦略を内包した住田町総合計画（以下「総合計画」）を策定し、「医・食・住」の

重点テーマのもと施策を展開し、ＳＤＧｓとの関連性を考慮しながら持続可能な町づく

りを推進します。 

 

「医」 

・Sumita Wellness Town Project（ウェルネス・タウン・プロジェクト） 

 医療資源が限られている本町において、住民が健康の維持、増進を図り健やかでいき

きした暮らしができるよう環境整備を図ります。また、学校保健事業の充実や運動習慣

の普及等に努めます。 

 

「食」 

・Sumita Food Town Project（フード・タウン・プロジェクト） 

 食材や食事といった形での提供を行うことでビジネスとして成立し、町の活気につな

がるよう食産業の推進に努めることとし、特産品の開発や魅力の発信等に取り組みます。 

 

「住」 

・Sumita Good Residence Town Project（グッド・レジデンス・タウン・プロジェクト） 

人口減少対策を推進するため、特にも町内への定住や町外からの移住に対応するため

豊かな自然環境に囲まれた住環境の整備や空き家の活用等に努めます。 
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1-5 地域の持続的発展の基本目標 

 基本方針に基づき、将来目指すべき方向性を踏まえ、本町の目指すべき町の姿として

の将来像である基本理念を基本目標とし、実現を目指します。 

 

「基本理念」 

 豊かな緑と水に育まれ 

 森林の「緑」と川の「水」に代表される自然こそがこの町の宝であり、「人」も

「風景」も「産業」も「文化」も、この豊かな自然の中で育まれていくものです。 

 先人たちが築いてきたこの町をしっかりと受け継ぎ、そこに現代の新たな考え方

や技術を融合させながら、次代を担う「子供たち」によりよい未来をつないでい

きます。 

 安らぎとにぎわいが調和する 

 豊かで穏やかな自然や古くからたたずむ景観に人々は安らぎを感じ、活気あふれ

る産業や地域コミュニティが生み出すにぎわいは、人々に明日への活力をもたら

します。 

 「安らぎ」と「にぎわい」、その両者をほどよいバランスで「調和」させ、豊かな

暮らしの実現を目指します。 

 共生のまち 住田 

 「共生」とは、人と人とが支え合うだけでなく、人と自然、自然と産業、自然と

文化といった様々なものがつながり支え合うことです。 

 また、年代や性別、宗教や国籍など、様々な違いを理解し合い、その多様性を認

め合うことが共生のまちにつながります。 

 若者や女性をはじめ多様な存在を認め、誰もが自らの希望や力を発揮して活躍す

るとともに、お互いが支え合い誰一人取り残さない地域共生社会を目指します。 

 町の名前が有住の「住」と世田米の「田」である由来に立ち返り、住民一丸、地

域一丸となってまちづくりを進めます。 

 

〇人口の目標 

 本町の今後の人口推移は、社人研の「H30 推計」において、令和 22 年（2040 年）に

3,829 人と予測されています。そのため、「人口ビジョン」及び「総合計画」において、

令和 22 年（2040 年）の目標人口を 4,000 人と設定しており、本計画最終年となる令和

７年の目標人口は図３のとおり 4,846 人となります。 

 なお、人口の目標達成にあたっては、社人研推計の純移動率に対して、年代ごとに次
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の加算目標を定めます。 

 

表－10 年代ごとの加算目標 

 

 

図－３ 人口の推移と長期的な見通し （社＝社人研推計、目＝目標達成時） 

 

 

1-6 計画の達成状況の評価に関する事項 

 本計画の施策の評価と進捗管理については、総合計画と一体的に行うこととし、原則

毎年度、本町の課長補佐級の職員で構成する「住田町総合計画庁内推進委員会」が実施

し、その結果を基に学識経験者や住民等で構成する「住田町総合計画推進委員会」にお

いて実施することとします。 

その際、施策に対する満足度等を把握するため、住民アンケートを実施し、各委員会

においてその結果を分析し、次の施策の展開に反映していくものとします。 

 

1-7 計画期間 

 この計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの５カ年間としま

す。 

 

1-8 公共施設等総合管理計画との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

 地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 

0～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

⇒5～9歳 ⇒10～14歳 ⇒15～19歳 ⇒20～24歳 ⇒25～29歳 ⇒30～34歳 ⇒35～39歳 ⇒40～44歳 ⇒45～49歳

加算割合 0.10 0.10 0.20 0.30 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02

年齢区分
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第２  移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
 

2-1 現況と問題点 

（１）移住・定住 

人口減少問題が喫緊の課題となっており、少子化や転出超過などから人口が年々減

少しており、今後のまちづくりにおいては、人口減少問題への対策が大きな課題とな

っています。 

社会減の主な要因は、20 代前後の転出によるもので、町外への進学、企業への就職

等によるものと思われます。転出者数を抑制する必要があるものの、就職等を抑制す

ることはできないことから、大変難しい課題となっています。転出者の多くを占める

若年層の流出を抑えることは難しいため、一度、町を離れた人がまた戻ってきたいと

思える仕組みづくりが必要です。 

町内の新婚世帯や子育て世帯が新たに住居を探すにあたっては、町内に不動産業者

が無いため、土地や建物の情報入手が困難となっています。そのため、平成 20 年よ

り空き家バンク事業を開始し、住まいの情報提供に努めていますが、結果的に町外に

転出する場合もあることから、今後も空き家の改修や積極的な情報提供を行うことで、

町外へ転出せず定住につながる施策が今後も重要となっています。 

移住については、町外からの移住希望者を呼び込む施策など、転入者の増加を図る

ための移住支援金などの経済的な支援内容の充実が必要です。 

また、技能実習生として居住している外国人も一定数いることから、地域コミュニ

ティに円滑に溶け込めるよう、情報提供の強化を図る必要があります。 

 

（２）地域間交流 

 地域間交流は、藩政時代を共に伊達藩としての歴史を共有した宮城県登米市と、行政、

民間双方のレベルで、歴史・文化、物販を通じた交流が行われています。また、災害時

相互応援協定を締結している愛知県幸田町とも、物販などで交流が行われています。 

近年、都市住民は、安らぎやゆとり、潤いといった心の豊かさ、生活の質的向上を求

める傾向にあり、緑豊かな美しい自然風景や、地域に根ざした生活文化を有する農山村

との交流に大きな関心を示しています。 

しかしながら、本町においては、それらニーズに応えうる資源を有していながらも、

メニューの体系化、受入体制が十分でないため、交流人口の拡大にまでは至っていない

状況となっています。 

今後は、関東圏にふるさと住田会が組織されていることから、この交流機会などを通

じて、交流促進に向けた情報発信を行うことで、町外に出た人材が様々な形でまた関わ

ることができる機会をつくる必要があります。 

 この他、近年、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地

域の人々と多様に関わる関係人口が注目されています。本町においては、人口減少で若

者を中心とした流出や地域の担い手の減少が深刻であることから、関係人口と積極的に

つながり、地域住民と交流する機会を創出する必要があります。 
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（３）人材育成 

本町の就業人口は全体的に見ると 50 歳以上の割合が５割以上となっていますが、特

に第１次産業従事者においては、60歳以上の従事者数の割合が６割以上となっており、

第１次産業の従事者の高齢化が顕著になっています。そのため、若い世代の担い手の育

成や新規就農者等の確保を進めることが急務となっています。 

 

2-2 その対策 

（１）移住・定住 

① ＩＪＵターンなどの移住希望者や町内の定住希望者に対して、相談体制を強化する

とともに、空き家情報などを積極的に提供します。 

② 若年層への経済的支援により、町内への移住を促進します。 

 

（２）地域間交流 

① 関係人口の創出・拡大と、その方々と地域住民とが交流する機会を創出する取り組

みを推進します。 

② つながりのできた地域との交流をより強固で活発なものとし、交流人口の拡大を推

進します。 

③ ふるさと住田会の集いなどの交流機会を拡大し、普及活動や宣伝活動を強化します。 

 

（３）人材育成 

① 地域おこし協力隊を設置し、担い手の確保に努めます。 

② 関係人口等、町外のさまざまな人材とつながる機会を創出し、その経験やノウハウ

を学べる仕組みを構築します。 

③ 学生を含めた若年層が自由に学び、研修等ができる機会を創出します。 

 

2-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間

交 流 の 促

進、人材育

成 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持続的

発展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住支援金 

〔事業内容〕岩手県とともに一定

の条件のもと首都圏からの移住者

に対して支援 

〔必要性〕町の移住定住の促進及

び町内中小企業等の人手不足を解

消。 

〔効果〕移住定住を促進しつつ企

 

 

住田町 
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地域間交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業の人手不足の解消。 

 

空き家活用事業 

〔事業内容〕空き家バンクの運営 

〔必要性〕空き家自体の解消と住

居を探している人たちへの適切な

情報提供のため必要。 

〔効果〕不適切な状態の空き家の

解消と移住定住の促進。 

 

関係人口創出事業 

〔事業内容〕関係人口の創出と、

これらと連携した魅力の発信と情

報収集 

〔必要性〕人口減少による地域の

担い手確保、育成。 

〔効果〕担い手増加による賑わい

の創出。 

 

つながり創出事業 

〔事業内容〕町内外の若者が交流

する機会を創出 

〔必要性〕地域活動に協力してく

れる人材の確保。 

〔効果〕居住地に縛られずつなが

りを持つことができ、Ｕターンの

きっかけや地域の活性化。 

 

ＳＮＳによる情報発信に関する業

務 

〔事業内容〕ＳＮＳを活用し町の

事業等を情報発信 

〔必要性〕町の現状をいち早く情

報発信することができる。 

〔効果〕町に興味関心を持つ人を

増やすことで新たなつながりが増

加。 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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ふるさと住田会運営補助 

〔事業内容〕ふるさと住田会への

補助 

〔必要性〕移住定住の促進と町と

のつながり維持。 

〔効果〕移住定住の促進や新たな

つながりの創出。 

 

住田町 

 

2-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第３  産業の振興 
 

3-1 現況と問題点 

（１）農業 

本町は、広大な面積を有していますが、農地は気仙川本流とその支流沿いにわずかに

広がる平坦部と山裾の傾斜地を利用したところに点在しています。 

農林業センサスによると、農家戸数については、年々減少しており、平成 27 年では

715 戸で、平成 22 年に比べ 133 戸減少しています。同様に第１種と第２種の兼業農家

も減少し、平成 22 年に一時増加した専業農家についても減少しています。また、農業

就業者数については、昭和 55 年には、2,187 人を超え、全体人口の 24％を占めていま

したが、平成 22年では 787人と大幅に減少し、全体人口に占める割合も 12.7％となり、

平成 27 年ではさらに 549 名、全人口の割合では 9.6％となっています。さらに経営規

模は、集約的経営が特徴であるものの規模の縮小傾向が進行し、平成 27 年の経営規模

は 0.5ｈa 以下が 143 戸（41.2％）、0.51ｈa～1.0ｈa が 158戸（45.5％）、1.01ｈa 以上

が 35 戸（10.1％）で、2.01ｈa 以上はわずか 11 戸（3.2％）であり、小規模な零細経営

農家が多くなっています。 

本町では、これまで、国や県の補助金を活用し、農地造成、ほ場整備、農道整備、区

画整理、家畜排せつ物処理施設整備など、農業経営の近代化、農業生産の向上を図るた

め、農業経営基盤整備に努めてきましたが、農業を取り巻く状況は厳しさを増しており、

農業者の生産意欲の低下を招いています。また、人口減少に伴って、新規就農者育成支

援を図り、農業の担い手確保に努めてきましたが、新規学卒者や若い就業者の他産業へ

の流出による若年人口の減少が進行し、農業の担い手不足や農家の高齢化が深刻化して

います。 

今後は、農業経営の安定と生産力を維持するため、６次産業化の推進、経営支援、生

産基盤の整備を進めるとともに、経営感覚に優れた農業者や経営体を確保育成しつつ、

イチゴなどの高収益な基幹作物の面積拡大を図る必要があります。 

また、農業者の後継者不足や高齢化などの課題を解決し、安定的な農家戸数を確保す

るため、若い世代の担い手の育成や新規就農者の確保を進めるとともに、人・農地プラ

ンの目標を共有し、日本型直接支払制度の取り組みの拡大、農地中間管理機構を活用し

た農地集積の推進、遊休農地の活用を図り、集落営農を支援していく必要があります。

特にも遊休農地については、定住自立圏共生ビジョンに基づき大船渡市と連携し有効活

用を図るため、共同で利用促進に向けた取り組みを推進することとしています。 

さらに、町内農産物を、学校給食センターや保育園、福祉施設などへの食材の提供に

努めてきたことから、これらの供給体制のさらなる強化を図るとともに、町内外へ食材

供給する体制整備を図り、町産材普及と販路拡大を進める必要があります。 

一方で、近年、遊休農地が増加することでシカ、サルやイノシシ、ハクビシンによる

食害が拡大し、農業振興や農家の営農活動に大きく影響を及ぼしていることから、防護

網の設置を含め効果的な対策を進め、農家の生産意欲の減退を防止する必要があります。 

町の花であるアツモリソウは、絶滅危惧種に指定され、稀少価値の高い山野草として、

保護や増殖に取り組んでいます。本町では、全国で初めて無菌培養による開花の成功や
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里親制度の実施など、アツモリソウに対する気運が醸成されています。今後も、株分け

講習会の開催などに努め、関係団体と連携し町の花として全国に広める体制を構築する

ことが求められています。 

畜産については、農業生産額の約９割を占めており、産業や雇用の面から重要となっ

ています。肉用牛、豚、鶏は企業の下支えがあるものの、繁殖牛農家や酪農はほとんど

が個人農家であり、経営基盤が脆弱であることから、経営の安定化が求められています。

また、家畜排せつ物の処理については、堆肥化処理施設や鶏糞炭化処理施設で適正に処

理されるとともに耕種への堆肥供給など循環型農業を担う施設として、計画的な施設更

新が必要となっています。 

 

（２）林業  

本町の森林面積は令和元年度樹立の大槌・気仙川地域森林計画書によると 29,913ha

で、総面積の約 90％を占め、県内では有数のスギ林を主体とした林業地域となってい

ます。人工林面積は同計画書において 11,666ha、人工林率 50.8％と、県平均の 48.2％

を上回り、人工林の占める割合が高いのが特徴となっています。 

林家数及び保有山林面積は共に減少傾向であり、平成 22 年では 739 戸 4,905ha だっ

たものが、平成 27 年では 703 戸 4,608ha と減少しています。このうち、５ha 未満の保

有山林面積が大幅に減少しています。同様に、林業経営体数は平成 22 年に 262 経営体

だったものが平成 27年には 100経営体となり大幅に減少している状況となっています。 

本町では、林業振興計画を策定し、地域森林・林業の活性化、環境に配慮した循環型

地域社会の実現に向け、木質バイオマスによる森林エネルギーの循環システムの構築、

ＦＳＣ森林認証の取得、カーボン・オフセットへの取り組み、森林環境教育の充実に努

めてきました。特にも、木材流通は、森林所有者、素材生産業者、木材加工事業体、工

務店までもが町内に存在し、川上から川下までが完結することができる住田型森林（も

り）業システムの構築に努めてきました。 

また、森林整備計画に基づき、町有林の適正な管理を進めるとともに、私有林に対し

ては国県補助事業に加えて町の嵩上げや町単独による事業費の助成を行ってきたほか、

林道や作業道を開設するなどし、森林整備を推進してきました。しかしながら、長引く

木材価格の低迷や造林・保育などに対するコストの上昇により森林経営の採算性が低下

していることから、森林所有者の施業意欲が減退し、手入れが行き届かない森林がある

という状況が見られます。このため、低コスト造林の普及や施業の集約化・機械化、Ｉ

ＣＴの活用などによる効率的な森林施業の実施が必要となっています。 

さらには、林業従事者の高齢化に伴い、林業労働力の確保が求められています。充実

した森林環境教育により幅広い年代に対する森林産業への理解醸成を図るとともに、新

規就業者の確保・定着、自伐型林家の育成など多様な視点での担い手確保対策を講じて

いく必要があります。 

 森林資源の有効活用に向けては、役場庁舎や消防庁舎、地区公民館、町営住宅などの

公共施設の木造化に積極的に取り組んできました。現在は、地域の資源を地域で安定的

に有効に活用できるような加工・流通システムを整えることが課題となっており、後述

する木材加工製造業の振興や木質バイオマスエネルギーの普及に加えて、木工団地の再
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生、ＣＬＴ生産工場の整備の検討など、中・大規模な木材加工施設の整備に取り組むう

えで、地域の林業・木材関係事業者や関係機関と円滑に連携していくことが必要となっ

ています。 

 

（３）地場産業・起業 

本町では、豊かな自然と豊富な地域資源に恵まれていることから、木材加工製造、農

畜産品の加工製造が地場産業の中心となっています。 

 

木材加工製造業については、町産木材の付加価値を高めるためにＦＳＣ森林認証制度

の普及に取り組み、木材加工事業体に対しては、ＦＳＣ－ＣＯＣ認証取得の支援を行っ

てきました。しかしながら、ＦＳＣ森林認証制度が国内で十分に認知されておらず、認

証取得の利点を発揮できていないことから、今後は、認証材の需要開拓やそのための普

及活動を推進しなければなりません。 

また、森林資源の有効活用のため、木質バイオマスエネルギーとして木屑などを固め

たペレットを製造し、公共施設等のペレットボイラーやペレットストーブの燃料として

使用すべく、燃焼機器設置を支援していますが、全町への普及には至っておらず、燃焼

機器の普及活動を引き続き行う必要があります。これと並んで、未利用間伐材を運び出

し利用を促進するための取組も検討が進められていますが、今後、具体的な事業化のた

めの実証を進める必要があります。 

 

食品製造業については、農畜産物の加工が中心であり、中でも、鶏肉、豚肉の加工事

業は多数に商品化され、町内外での販売が展開されています。また、小規模組織と一部

の農家が、山菜、きのこ、野菜などの農産物の加工販売や手作り菓子の販売などに取り

組んでいますが、販売額も減少し、安定した供給体制の充実や環境整備の支援、販路拡

大が求められています。 

今後も、消費者の嗜好やニーズの把握に努め、地域資源を生かした商品開発や地域資

源の生産から加工、流通、販売までを一貫して行う取り組みを支援し、生産物の付加価

値を高めながら、地場産業の振興を図る必要があります。また、生産者や加工、販売者

などとの連携機能の充実が重要となるため、そのつなぎの役割を果たす組織や人材の育

成を図る必要があります。さらに、本町では、ふるさと納税制度による贈呈品に地場産

品を活用していますが、新しい地場産品の開発など内容を充実させつつ、様々な宣伝・

販売方法により、地場産品の流通の拡大を推進し知名度の向上と地域の活性化を図って

いく必要があります。 

一方で、本町には、既存産業の低迷により、地域全体の活力が低下しているため、新

たな視点で地域資源を活用した起業の創出が求められています。また、人口減少による

地域におけるサービス提供機能の低下は、基礎的な生活支援サービスの需要の増大や新

たな需要を生むビジネスチャンスともなることから、起業者の育成や新規起業、新規就

業しやすい支援制度を構築する必要があります。 
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（４）企業誘致 

企業誘致は、雇用の場の確保、若年層流出の抑止、税収の確保などの面から地域経済

に大きく寄与するものであり、本町では、雇用促進奨励金や新規学卒者等雇用促進奨励

金の支援、中小企業資金利子補給制度、過疎地域における製造業などの設備に対する減

免制度などの優遇措置を活用し、企業誘致活動に努めてきました。 

 近年、長引く国内景気の低迷や国内企業のアジア諸国への進出などにより、企業誘致

を取り巻く状況は厳しさを増しています。そのような中にあって、本町には、工業団地

などのインフラが整備されておらず、立地条件面でも厳しいために、誘致できる企業が

限られています。町内誘致企業は、人手不足の状況であるものの、本町に在住する若年

層は、町内企業に希望する職種が限られていることから、町外に雇用の場を求めている

状況となっています。 

しかし、ここ数年はテレワーク等リモートワークの普及から、インターネット環境が

整えば、町内においても首都圏と同様な業務が行えるなど、これまでになかった業種を

誘致することが可能となってきました。 

これらのことから、通信環境と就業環境を整備するとともに、若年層を中心として町

内に多様な職種の雇用の場の確保や雇用機会の拡大をする必要性があり、関係機関と連

携を図りながら、地域の特性や地域資源を生かした企業誘致活動を推進する必要があり

ます。 

 

（５）商業  

平成 28 年度の卸売業と小売業の事業所合計数と合計従業員数は、55 店舗、194 人で

あり、平成 24 年度の 66店舗、234 人から、それぞれ 11 店舗、40 人が減少しています。 

本町は、大船渡市、陸前高田市、遠野市、釜石市、奥州市に囲まれた地理的環境によ

り、自家用車での移動が容易であり、町外の商業施設で購買消費する傾向があります。

近年大型ドラッグストアの参入により日用品や食料品の購買傾向が変わりつつありま

すが、これにより地元商店では消費の低迷に拍車がかかり、商店経営者の高齢化や後継

者不足もあり、年々閉店を余儀なくされるなど、非常に厳しい経営となっています。 

本町の中心地にある世田米商店街では、地元商店経営者を中心に農産物を含めた産直

と連携し、各種イベントを開催し、商店の賑わいと販売の促進に努めていますが、一時

的な効果に留まっている現状となっています。世田米商店街は、空き店舗が増え続け、

空洞化していますが、かつては宿場町として賑わいを見せた地であり、今後も住民交流

拠点施設を中心とし、旧伊達藩時代の町並みを残す景観や気仙大工の技を継承する伝統

的な建造物群を活かした取り組みを進めていく必要があります。 

 今後は、若手後継者の育成や地元商店での購買力向上の施策を商工会と連携を強化し、

商店の活性化を図る必要や、中小企業支援融資利子補給制度の拡充、空き店舗の活用や

商工会への支援を図る必要があります。 

 さらに、大船渡市との定住自立圏の取り組みとして、三陸けせん希望ストリート連絡

協議会等の関係団体と連携し、圏内で生産・加工した商品を広く PR していくことで販

路拡大を目指すこととしています。 
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表―11 業種別の事業所数等 

 

 

（６）観光・レクリエーション  

本町の観光資源は、日本最大級の洞内滝として有名な滝観洞、自然景観が素晴らしい

県立自然公園五葉山、宮沢賢治がこよなく愛した種山ヶ原などがあります。 

また、気仙川流域は、アユ、ヤマメ、イワナなどの釣り場と、美しい景観を兼ね備え

た観光資源となっています。 

滝観洞は、平成 19 年３月に釜石市と遠野市を結ぶ一般国道 283 号仙人峠道路が開通

し、翌年３月に滝観洞 IC が開通し大幅にアクセス環境が改善されました。滝観洞 IC 開

通後の平成 20年度の入洞者数は、16,160人と前年比 1.59倍と飛躍的に伸びたものの、

平成 21 年度は 13,957 人、東日本大震災の影響もあり平成 30 年度は 9,426 人と伸び悩

み、洞窟観光の難しさが浮き彫りとなっていますが、平成 31 年に釜石自動車道が全線

開通し、広域観光ルートの形成に取り組む必要があります。 

近年、優れた自然景観を生かしたレクリエーション施設への関心が高まっており、町

内各所に森林・河川公園が整備されています。種山ヶ原森林公園では、多くの植物や動

物などの自然に触れることで、心の癒しや四季の種山ヶ原を満喫できる空間を提供して

います。その公園周辺には、道の駅「種山ヶ原」、農林産物直売施設”ぽらん”、遊林ラ

ンド種山が集約しており、観光資源として利用されています。また、本町では、平成 25

年に町運動公園に隣接して、ふれあい広場を整備し、大型遊具や広い芝公園で休日を過

ごす親子連れが多く、町外からも多くの家族連れが余暇に活用している状況となってい

ます。 

最近の観光ニーズは、「体験型」など多様化しており、種山ヶ原、五葉山、気仙川な

どの恵まれた観光資源を活用し、四季を通じたニーズや利用に対応するとともに、受け

入れ体制の充実が求められています。 

また、町内の観光をコーディネートする機能を持つ観光協会の体制を強化するための

支援や地域連携への取り組みをはじめ、観光から雇用を創出する環境づくりや起業支援

を図る必要があります。さらに、国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致実現を図るこ

とによる新産業の創出も期待されており、今後ますます本町の魅力を全国に発信してい

くことが求められています。 

古くから内陸と沿岸を結ぶ要衝として、かつては宿場町として栄えた本町の中心地域

に住民交流拠点施設を整備し、周辺の寺院、蔵並など町内外に誇れる歴史や文化、景観

の地域資源と豊富な観光資源を活用しながら、まちづくりの機運を高め、観光関係機関

と連携を図り、世代間交流の促進や交流人口の拡大、地域経済の活性化を図る必要があ

ります。 

これらに加え、平成 25 年に日本ジオパークとして認定された三陸ジオパークも活用

Ｈ24 Ｈ28
事業所数 5 3
従業者数 15 7
事業所数 61 52
従業者数 219 187

出典： RESAS（商業統計調査、経済センサス）

卸売業

小売業
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し、本町だけでなく周辺市町と連携し、外国人を含む観光客の受け入れ体制の整備や観

光素材の発掘、圏域外への情報発信等、広域観光の推進に取り組む必要があります。 

  

図－４ 滝観洞入道者数 

 

（出典 町観光入れ込み客数調べ） 

 

（７）その他 

シカをはじめ、カモシカ、クマ、サル、ハクビシンなどによる農林産物への被害が後

を絶たず、農林業振興に大きな影響を及ぼしています。 

本町では、林地に植栽した幼齢木の食害や耕作地への侵入による農産物の被害が年々

増加し、農家や林家の農林産物の生産意欲を低下させる要因となっていたことから、平

成 25 年４月に鳥獣被害対策実施隊員を任命し、被害防止として捕獲駆除に努めてきま

した。 

また、カモシカは特別天然記念物ということで手厚い保護によりその個体数を増やし

ていると思われていたことから、カモシカ保護管理実施計画を策定し、カモシカの有害

捕獲を実施し、被害の軽減に努めてきました。 

 有害鳥獣捕獲数は、増加しているものの、農林産物の被害の軽減のためには、農林家

や地域が一体となった被害防止対策に努め、有害鳥獣捕獲の継続が必要となっています。 

 一方で、有害鳥獣捕獲を担う狩猟者は、年々減少傾向にあり、また、高齢化も進んで

いることから、担い手の確保と免許取得などの支援が求められています。 

 

3-2 その対策 

（１）農業 

① 新規就農者の確保に努め、経営の安定・発展に向けた取り組みを支援します。 

② 認定農業者の確保を図るとともに、人・農地プランの地域の中心となる経営体とし

て位置づけ、農地の集積や経営の拡大などを支援することにより、優れた担い手農家

の育成を図ります。 

③ 農業基盤の整備、経営の近代化を促進します。 
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④ 耕作放棄地対策としての飼料用米生産の拡大を図ります。 

⑤ 農商工連携による農畜産物の６次産業化を促進します。 

⑥ 遊休農地の拡大を防ぐとともに、優良農地の確保を図り、農地の有効利用を推進し

ます。 

⑦ シカやサル、ハクビシン等の食害対策を強化し、農家の生産意欲の向上を図ります。 

⑧ 化学肥料や農薬の低減化を推進し、安全で安心な農畜産物を安定的に供給できる仕

組みづくりの構築に努めます。 

⑨ アツモリソウの保護、増殖の体制を充実させ、観賞と販売ができる総合的な拠点施

設の整備を図るとともに、関係者との連携強化に努めます。 

⑩ 農業の第三者継承による経営継承を進めるため地域おこし協力隊等の活動を通じ

て促進します。 

 

（２）林業 

① 林業基盤整備の拡充を図ります。 

② 造林の低コスト化や施業の集約化、ＩＣＴの活用により、町有林及び分収造林、私

有林の適正な管理の推進に努めるとともに、森林管理主体や林業経営体の育成を図り

ます。 

③ 林業事業体の人材確保と育成への支援の強化に努めます。 

④ 素材供給システム、木材加工、流通システムを整備し、地域林業の総合システム化

を推進し、木材の安定供給体制の構築を図るとともに、木材の需要拡大に努めます。 

⑤ ＣＬＴ工法などの新技術導入に向けた取り組みを促進します。 

⑥ 森林と地域の生態系の保全を確保し、森林空間の総合的利用を促進します。 

 

（３）地場産業・起業 

① 農産物の加工グループの育成と支援を継続し、加工品の安定的な生産体制の構築を

図ります。 

② 町内産の食材や木材を活用した高付加価値化を図り、地場産業の振興と起業の支援

に努めます。 

③ 商品開発や生産・販売体制の強化に努めるとともに、特産品の宣伝やＰＲなどの普

及活動を地域おこし協力隊等を活用し促進します。 

④ 地域資源を生かした総合的な取り組みを推進し、新しい産業創出や魅力ある地域づ

くりを促進します。 

⑤ 意欲と創造性あふれる起業者の育成を支援します。 

 

（４）企業誘致 

① 迅速・円滑な企業誘致に努めるとともに、進出企業に対する支援を強化します。 

② 商工団体関係者と連携を図り、誘致活動を推進します。 

③ リモートワーク等多様な働き方に対応できる場を整備し、多様な職種の誘致推進と、

雇用創出を推進します。 
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（５）商業 

① 消費者のニーズに対応した経営やサービスの向上を図るため、魅力ある商店や商店

街の形成を支援します。 

② 商店経営者の育成や担い手の確保を推進します。 

③ 商工会と連携を強化し、各種イベントを拡大し、商店の活性化を図ります。 

④ 中小企業支援融資利子補給制度を拡充し、経営安定のための支援を図ります。 

⑤ 大船渡市と連携し、圏域内で生産・加工した商品を圏域外へ積極的に PR し販路拡

大を図ります。 

 

（６）観光・レクリエーション 

① 恵まれた自然資源を生かした観光の推進を図ります。 

② 観光体験コースの構築とインストラクターの育成を図ります。 

③ 外国人を含む観光客のニーズに対応できるよう広域連携による受け入れ体制の充

実を図ります。 

④ 住民交流拠点施設と地域資源を活用した観光プログラムを構築し、交流人口の拡大

と経済の活性化を図ります。 

⑤ 町観光協会の体制強化の支援を行うとともに、観光資源の体系化や組織化のための

地域連携の創設などによりコーディネート機能を高め、広域的な体制づくりを支援し

ます。 

⑥ ふれあい広場など施設の適正な維持管理に努めます。 

 

（７）その他 

① 山林内幼齢木についてシカ忌避剤の塗布やツリーシェルター、防護柵の設置により

保護し、耕作地にはシカなどの侵入を防ぐ防護網の設置を進めるとともに、計画的に

個体数調整を図り、被害の軽減に努めます。 

② 有害捕獲従事者の担い手の確保に努めるとともに、捕獲に必要な狩猟免許取得や銃

器、わな、保管庫などの購入に係る費用の負担軽減を図ります。 

③ シカ防護網や電気柵の設置への支援を図ります。 

④ 気仙川水系においてアユ、ヤマメ等の放流事業を実施することにより、天然資源の

増殖を図ります。 
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3-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

２ 産業振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基盤整備 

  林業 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 企業誘致 

 

(8) 観光又はレクリ

エーション 

  

 

 

 

 

 

 

 

(10) 過疎地域持続

的発展特別事業 

第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林整備事業 

 再造林      100ha 

ツリーシェルター  75ha 

 下刈       100ha 

除間伐          200ha 

 枝打          150ha 

皆伐      37.5ha 

生産間伐     30ha 

 

仕事・学びの場創出事業 

 

 

住民交流拠点施設土蔵改修事業 

農林水産物直売食材供給施設整備

事業 

木工館整備事業 

種山ヶ原水道施設改良事業 

種山ヶ原森林公園改修事業 

滝観洞観光センター整備事業 

あすなろ山荘水源整備事業 

                                                                 

 

 

農業生産振興事業費補助事業 

〔事業内容〕農業生産振興に関す

る補助 

〔必要性〕新技術、新規作目の導

入及び遊休農地等の活用の推進。 

〔効果〕新規取組の推進と農業生

産の向上。 

 

担い手農業者経営支援対策事業費

補助事業 

〔事業内容〕個人の新規就農や農

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

住田町 

住田町 

 

住田町 

住田町 

住田町 

住田町 

住田町 

 

 

 

生産組合 

 

 

 

 

 

 

 

生産者 
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業経営の法人化に対する補助 

〔必要性〕後継者不足や高齢化が

進む中、担い手確保が急務。 

〔効果〕担い手の確保。 

 

集落営農推進農林業振興会活動費

補助事業 

〔事業内容〕集落営農に関する事

業に要する経費に対する補助 

〔必要性〕集落での安定的な農産

物生産や農作物の品質向上を図

る。 

〔効果〕集落営農の推進。 

 

農業機械等導入支援事業費補助事

業 

〔事業内容〕農作業の効率化・規

模拡大に資する農業機械導入の補

助 

〔必要性〕担い手不足による耕作

放棄地の改善。 

〔効果〕担い手不足の中、経営規

模の維持拡大。 

 

飼料用米生産拡大事業費補助事業 

〔事業内容〕飼料用米の生産に対

して補助 

〔必要性〕飼料用米の団地化と遊

休農地の解消推進。 

〔効果〕生産拡大と耕作放棄地の

解消。 

 

飼料自給率向上対策事業費補助事

業 

〔事業内容〕飼料生産基盤の整備

に関する補助 

〔必要性〕町内飼料自給率向上の

推進。 

〔効果〕町内飼料自給率の向上。 

 

 

 

 

 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産者 

 

 

 

 

 

 

 

生産者 
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畜産振興対策事業費補助事業 

〔事業内容〕畜産振興に関する補

助 

〔必要性〕防疫等の経営の安定化

を図る。 

〔効果〕事業の安全性の確保や品

質の向上。 

 

生産基盤確保事業費補助事業 

〔事業内容〕生産基盤の確保に関

する補助 

〔必要性〕優良な雌牛の導入と生

産基盤の確保。 

〔効果〕生産基盤の安定化。 

 

家畜導入資金供給事業費補助事業 

〔事業内容〕家畜導入に関する補

助 

〔必要性〕生産基盤の確保。 

〔効果〕生産基盤の安定化。 

 

岩手県ブロイラー価格安定対策事

業費補助事業 

〔事業内容〕ブロイラーの価格安

定対策に関する補助 

〔必要性〕計画的な生産体制の構

築。 

〔効果〕生産体制の安定化。 

 

林地流動化再造林推進事業費補助

事業 

〔事業内容〕再造林を前提に再造

林未済地を購入した場合に補助 

〔必要性〕適切な再造林の推進。 

〔効果〕適切な再造林による森林

資源の確保。 

 

アツモリソウ増殖事業 

〔事業内容〕絶滅危惧種である町

農業協同組

合 

 

 

 

 

 

 

農業協同組

合 

 

 

 

 

 

農業協同組

合 

 

 

 

 

生産者団体 

 

 

 

 

 

 

 

林業事業体 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 
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花の増殖事業 

〔必要性〕保護・増殖に係る担い

手の確保が急務。 

〔効果〕希少な自然環境の保持。 

 

気仙川内水面資源増殖事業費補助

事業 

〔事業内容〕町内河川における内

水面漁業の増殖に関する補助 

〔必要性〕適切な自然環境の保持。 

〔効果〕自然環境の保持と漁獲量

の維持。 

 

林業担い手対策事業費補助事業 

〔事業内容〕林業担い手対策に関

する補助 

〔必要性〕林業就業者等の確保。 

〔効果〕林業労働力の安定確保。 

 

林業振興対策事業費補助事業 

〔事業内容〕以下に関する補助 

 林業振興対策事業（開発作業道、 

ミニ作業道、らくらく道） 

11,000m 

ＦＳＣの森整備事業（再造林、

下刈、枝打、獣害防止施設等整

備、除間伐、間伐）  375ha 

ＦＳＣ高齢級間伐（間伐）  

25ha 

〔必要性〕災害に強く良質な木材

生産及びＦＳＣ認証林の拡大。 

〔効果〕持続可能な森林管理の推

進。 

 

森林資源解析事業 

〔事業内容〕森林資源の調査分析 

〔必要性〕適切な森林管理を推進。 

〔効果〕森林資源の適切な維持確

保。 

 

 

 

 

 

漁業協同組

合 

 

 

 

 

 

 

林業事業体 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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商工業・６次産業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林病害虫等駆除事業 

〔事業内容〕松くい虫の駆除及び

ナラ枯れ対策 

〔必要性〕被害の拡大防止。 

〔効果〕森林資源の適切な維持確

保。 

 

特産品開発事業費補助事業 

〔事業内容〕町内産品を用いた加

工品の製造等に関する補助 

〔必要性〕町を広くＰＲできる。 

〔効果〕町の知名度の向上、観光

客の誘致と経済の活性化。 

 

空き店舗活用支援事業費補助事業 

〔事業内容〕空き店舗を賃借して

事業を開始した場合に補助 

〔必要性〕中小業者の振興 

〔効果〕地域経済及び商店街の活

性化 

 

商工業指導事業費補助事業 

〔事業内容〕商工会が経営又は技

術の改善発達のために行う事業に

補助 

〔必要性〕商工会の活性化 

〔効果〕地域経済の活性化 

 

住田町観光協会体制強化支援事業

費補助事業 

〔事業内容〕観光協会の体制強化

に関する補助 

〔必要性〕町の観光事業の推進。 

〔効果〕町の知名度の向上や観光

客誘致による経済の活性化。 

 

広域連携インバウンド対策事業 

〔事業内容〕近隣市と連携したイ

ンバウンド誘客促進対策 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

商工会 

 

 

 

 

 

 

観光協会 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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企業誘致 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔必要性〕地域資源を活用した魅

力の発信と地域経済の促進。 

〔効果〕町の知名度の向上や観光

客誘致による経済の活性化。 

 

販路開拓等支援事業 

〔事業内容〕商談会等での商品プ

ロモーションを行い販路拡大を図

る 

〔必要性〕販路拡大の推進 

〔効果〕町の知名度の向上、観光

客の誘致と経済の活性化。 

 

住民交流拠点施設運営事業 

〔事業内容〕住民交流拠点施設の

運営 

〔必要性〕中心市街地の活性化 

〔効果〕町の賑わいの創出 

 

雇用促進奨励金 

〔事業内容〕企業の新設及又は拡

大等への補助 

〔必要性〕企業誘致の促進 

〔効果〕産業の振興と雇用の確保 

 

新規学卒者雇用促進奨励金 

〔事業内容〕新規学卒者を雇用し

た事業者に対しての補助 

〔必要性〕新規学卒者の雇用の促

進と定着率の向上 

〔効果〕新規学卒者の雇用の確保 

 

若者職場定着奨励金 

〔事業内容〕町内事業所に町内の

若者が一定期間を越えて勤務して

いる場合報奨金を交付 

〔必要性〕若者の就業促進と職場

定着率の向上 

〔効果〕若者の雇用の確保 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

事業者 
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その他 

 

起業奨励金 

〔事業内容〕新たに起業する個人

または会社に対して奨励金を交付 

〔必要性〕起業機会の促進と経済

的負担の軽減 

〔効果〕新たな事業の創出と産業

の活性化 

 

中小企業資金融資利子補給金 

〔事業内容〕中小企業者が資金の

融資を受けた場合の利子及び保証

料の補給 

〔必要性〕中小企業者の経営安定

並びに商工業の振興育成 

〔効果〕安定的な企業経営と産業

の振興 

 

鳥獣害防止総合対策事業 

〔事業内容〕鳥獣害対策設備の設

置に要する補助 

〔必要性〕鳥獣害被害の軽減。 

〔効果〕農作物等の安定確保 

 

ＦＳＣ森林認証普及促進事業 

〔事業内容〕ＦＳＣ森林認証のた

めの補助等 

〔必要性〕取得時の負担軽減と適

切な認証林の管理 

〔効果〕持続可能な森林管理や販

路拡大 

 

シカ等有害捕獲事業 

〔事業内容〕シカ等の捕獲事業 

〔必要性〕鳥獣害被害の軽減 

〔効果〕農作物等の安定確保 

 

カモシカ食害対策事業 

〔事業内容〕カモシカの食害対策

事業 

事業者 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥獣害防止

総合対策協

議会 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

住田町 
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〔必要性〕鳥獣害被害の軽減 

〔効果〕食害の防除と再造林への

意欲向上 

 

地域おこし協力隊設置事業 

〔事業内容〕各事業に適した地域

おこし協力隊の設置 

〔必要性〕観光振興や担い手の確

保 

〔効果〕事業継承や地域の活性化 

 

 

 

 

住田町 

 

3-4 産業振興促進事項 

（１）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興 

促進区域 
業種 計画期間 備考 

住田町全域 

 

 

製造業 

旅館業 

農林水産物等販売業 

情報サービス業等 

令和３年４月１日～ 

令和８年３月 31 日 

 

 

（２）当該業種の促進を行うために行う事業の内容等 

 上記 3-1,3-2,3-3 のとおり。また、産業振興の各施策の実施については、上記に記載

のとおり、他市町村や関係団体等と連携し行っていくこととします。 

 

3-5 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第４  地域における情報化 
 

4-1 現況と問題点 

本町は、周囲を高い山々で囲まれ、しかも、広大な面積に集落が点在し、町内全域が

テレビ難視聴地域であるため住民の 98％は共同受信施設組合に加入していましたが、

地上デジタルテレビ放送への完全移行に向けた受信施設整備が課題となっていました。   

また、携帯電話不感地域や防災行政無線の聞こえにくさなど、複数の情報格差があった

ことから、平成 19 年度に町内全域に光ファイバー網を整備する地域情報通信基盤整備

事業に取り組み、情報格差の解消に努めました。光ファイバーケーブルの敷設により、

地上デジタルテレビ放送、ひかり電話、防災告知放送のサービス提供を図るとともに、

町営のケーブルテレビ局「住田テレビ」を開局し、地域情報番組、静止画告知放送、議

会録画放送など、地域の魅力発信に努めているほか、災害が予想される場合には番組内

で避難情報などの発信を行い情報の連携を図っています。 

また、ＩＰ通信網を利用した防災告知端末機器を全世帯に設置したことにより、屋外

の防災行政無線施設の情報を屋内でも聞くことが可能となりました。聞き漏らしや不在

中にも録音再生機能で対応し、利便性の向上を図りました。 

光ブロードバンドについては、ＮＴＴ東日本とＩＲＵ契約を結び、本町が整備した光

ファイバーケーブルを使用し、サービスを提供することで、情報格差の解消、情報通信

の確保による産業の活性化などが図られています。 

防災等の観点から、各地区公民館や関連施設に Wi-Fi 環境等を整備し、平時だけでな

く緊急時でも安定した情報の取得ができるよう整備を推進しています。 

携帯電話については、いまや日常生活の通信手段に欠かせないものとなっており、不

感地域の解消を図るため、町が整備した光ファイバーケーブルの移動体通信事業者への

貸与、要望活動などを積極的に行いましたが、本町の急峻な地形などから、利用範囲や

採算性の問題もあり、不感地域の解消には至っていない状況であることから、その対応

策が必要となっています。 

今後は、５Ｇ等より一層の情報通信技術の進化が予測されるため、情報格差の解消に

努めるとともに、安定した通信環境を維持するため情報通信基盤設備を計画的に更新す

る必要があります。また、日本全体でデジタル化が促進されていることから、通信基盤

を利用したデジタル化への対応が必要となっています。 

 

4-2 その対策 

① 地域情報番組内容の充実に努めます。 

② 移動体通信事業者に積極的な要望活動を展開し、携帯電話不感地域の解消を図りま

す。 

③ 情報通信基盤整備については、機器の適正な管理に努めながら、計画的な更新を図

ります。 

④ 地域社会の利便性向上のためデジタル化の普及を図ります。 

⑤ 非常時の通信手段を確保するため、携帯型無線機の導入を図ります。 
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4-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

３ 地域にお

ける情報化 

 

 

 

 

 

 

(1) 電気通信施設等

情報化のための施

設 

有線テレビジョン放

送施設 

 

防災行政用無線施設 

 

(2) 過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

 

 

 

情報通信基盤施設の設備更新事業 

 

 

移動系無線設備更新事業 

 

 

 

地域情報番組制作業務委託 

〔事業内容〕町ケーブルテレビの

運営業務委託 

〔必要性〕町内への適時適切な情

報の周知 

〔効果〕町政の推進、防災意識の

向上 

 

 

 

 

住田町 

 

 

住田町 

 

 

 

住田町 

 

 

 

4-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第５  交通施設の整備、交通手段の確保 
 

5-1 現況と問題点 

（１） 道路 

本町は、岩手県の東南部の沿岸部と内陸部を結ぶ交通の要衝となっており、北上市と

大船渡市を結ぶ国道 107 号、遠野市と陸前高田市を結ぶ国道 340 号、奥州市と大船渡市

を結ぶ国道 397 号の国道３路線と釜石市、遠野市、大船渡市、陸前高田市の山間部を通

る一般県道４路線が整備されています。道路交通網の整備が進み、人的、経済的交流が

活発になってきていますが、本町から近隣市への移動には、急勾配、狭隘な箇所に加え、

急カーブが連続する箇所も多く、冬期間の通行には積雪や凍結などの危険が伴うため、

抜本的な改良が急務となっています。また、東日本大震災以降は、復旧・復興工事の大

型車両等の通行、災害時の交通の確保のため、早期の改良整備が求められています。 

町道については、令和３年４月現在、173 路線、総延長は 169km で、道路改良率は

56.4％、舗装率は 56.2％となっています。町道は、本町の地形、集落形成からみて、国

道、県道と集落を結ぶ生活道路として日常生活を支え、地域の産業経済活動の基盤とな

っていますが、未改良率が 43.6％であるため、引き続き整備を促進する必要がありま

す。 

本町が管理する橋梁については、令和３年４月現在、89 橋となっています。町橋梁長

寿命化修繕計画に基づき、損傷が深刻化した後に修繕する対症療法的な対応から予防保

全的な対応に転換を図り、修繕、架け替えに要するコストの縮減への取り組みが必要と

なっています。 

農道の総延長は 14,811ｍであり、基幹農道は、農免農道整備事業、開拓地整備事業、

農業構造改善事業などで整備されています。農道は、農産物や生産資材の運搬を効率的

に行うには、不可欠であるため、計画的に整備を進める必要があります。 

林道の総延長は 89,239ｍであり、戦後に植林した造林地が主伐期を迎えており、保

育間伐を中心とした森林施業のための林道利用から、木材の搬出を目的とした利用に移

行しつつあります。適切な森林の管理と施業経費、搬出経費の削減を図るためには、高

性能林業機械や大型機械の導入が不可欠であり、計画的に搬出路網の整備を進める必要

があります。 

 

（２） 交通 

町内の公共交通機関のうち、民間バス路線は岩手県交通㈱の大船渡住田線、大船渡盛

岡線、陸前高田住田線、の３路線、町コミュニティバス路線は、役場中井線、川口上有

住駅線、八日町遠野駅線の３路線で合計６路線が運行しています。鉄道は、町の北部に

上有住駅を有する JR 釜石線が運行しています。いずれも、主に町内や大船渡市、陸前

高田市、釜石市、遠野市への通学や通院に利用されています。 

 バス路線や鉄道については、児童生徒や高齢者などの交通弱者にとって、通学や通院

などに欠かせない交通手段であり、今後も維持する必要性は変わりませんが、マイカー

の普及や道路交通網の整備、人口減少などにより、利用者は年々減少しており、特にも

バス路線を維持するための経費が増加しています。 
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 利用者が減少することによって、運行回数の減少と利便性の低下、さらなる利用者の

減少という悪循環を断ち切るために、利用者の意向を把握するとともに、利便性のある

ダイヤ編成に反映させ、利用者の増加を図る必要があります。 

 公共交通機関は、高齢者などの交通弱者にとって、日常生活には欠かせない交通手段

となっていますが、高齢化の進展や社会構造の変化など、将来需要に対応した利便性の

高い運行方法が求められています。また、町コミュニティバスやスクールバスなどを含

めた総合的な運行計画と利用者数の減少による経費削減が大きな課題ともなっている

ことから、地域公共交通の方法について検討を進める必要があります。 

 

5-2 その対策 

（１） 道路 

① 国道３路線と一般県道４路線の改良整備を促進するための要望活動を推進します。 

② 町道は、住民の日常生活を支え地域の産業振興を図るため、適正な維持管理を図り、

計画的な改良整備に努めます。 

③ 橋梁は、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、適正な維持管理を図り、計画的な改良整

備に努めます。 

④ 農道は、安全で快適な農作業の確保と効率化を図るため、路幅の拡幅や路面の補修

など適正な維持管理に努めます。 

⑤ 林道は、林業生産の振興や森林整備に不可欠な基盤であり、高性能林業機械の導入

や森林施業の集団的・組織的な実施により低コスト生産システムの構築を図るため、

林道網の整備を推進します。 

 

(２) 交通 

① ＪＲ釜石線の運行便数を確保し、利用しやすいダイヤの改善など利便性の向上を促

進します。 

② 町コミュニティバスの運営については、利用者のニーズ把握と周知により、利便性

を高め収支改善に努めます。 

③ 町コミュニティバスの更新を図ります。 

④ 民間バス路線の運行便数を確保し、町コミュニティバス路線との調整を図りながら、

利便性の確保に努めます。 

⑤ 高齢化が進むことによる交通弱者の足の確保に努めるとともに、交通空白地有償運

送など新たなシステム構築に努めます。 
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5-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

４ 交通施設

の整備、交

通手段の確

保 

 

 

 

 

 

 

(1) 市町村道 

道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋りょう 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)自動車 

 

 

火石川向線 

（改良舗装 L=500m、W=5.0m、 

 片側歩道 2.5ｍ） 

小台線 

（改良舗装 L=310m、w=5.0m） 

小府金野々前線 

（改良舗装 L=160m、W=5.0m） 

合地沢野畑線 

（改良舗装 L=80m、W=5.0m） 

大平上組線 

（改良舗装 L=100m、W=5.0m） 

役場前線 

（歩道整備 L=140m、W=3.0m） 

（改良舗装 L=60m、W=5.0m） 

新切新田線 

（舗装補修 L=3.4km、W=5.0m） 

世田米駅前線 

（歩道補修 L=680m、W=4.0m） 

 

橋梁長寿命化修繕事業（89 橋） 

 

生活道路対策整備事業 

 

二度成木船作線 

（舗装補修 L=560m、W=5.0m） 

向村線 

（舗装補修 L=350m、W=3.0m） 

中沢線 

（舗装補修 L=400m、W=5.0m） 

世田米駅前線 

（舗装補修 L=680m、W=6.0m） 

 

コミュニティバス購入事業（１台） 

 

  

住田町 

 

 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

 

岩手県 

住田町 

住田町 

住田町 

 

住田町 

 

 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

 

 

住田町 
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5-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第６  生活環境の整備 
 

6-1 現況と問題点 

（１）水道施設 

本町の簡易水道事業は、平成 20 年度に世田米、下有住、上有住、五葉地区の４地区

の町営簡易水道と川口地区の民営簡易水道を統合し、住田町簡易水道として運営してい

ます。 

本町では、簡易水道給水区域内を含め、自然流水や湧水、井戸などを利用している世

帯も多く、平成 30 年度の水道普及率は 63.9％で県内の水道普及率 94.0％を大きく下回

っています。これは、本町は広い面積に集落が点在し、施設整備にかかる事業費が高額

になることなどが要因としてありますが、安全で安定した水確保の観点から、簡易水道

給水区域内の普及率の向上に努める必要があります。また、簡易水道給水区域外の住民

とも十分に検討を重ね、水道施設整備についての方向性を示す必要もあります。 

今後も、浄水場や配水管などの簡易水道施設の適正な管理に努め、計画的な設備更新

を図る必要があります。一方で、近年増加傾向にある維持管理費も考慮し、機会を捉え

て適正な料金体系についても見直しを図る必要があります。 

また、簡易水道給水区域外では、自然流水などを共同で利用、管理する水道組合が多

い状況でありますが、安心できる飲料水の確保のため、この共同施設の更新や新設した

場合の経費に対する支援を継続していく必要があります。 

 

（２）下水処理施設 

本町では、生活様式の多様化や近代化に伴う家庭や事業所からの雑排水が未処理のま

ま側溝や水路などを通って河川へ流入し、生活環境の悪化をもたらす要因となっていた

ため、中心地の世田米地区において、平成９年度から特定環境保全公共下水道事業に着

手し、平成 15 年４月に供用を開始しました。令和２年度末現在では、708 戸が下水道に

接続しています。  

町内の下水道処理区域外は、住宅が点在していることから、最も有効な汚水処理施設

とし浄化槽の設置を進めており、令和２年度末現在では、435 戸が設置済みとなってい

ます。 

下水道等と浄化槽を合わせた汚水処理人口普及率は、岩手県では 82.6％であるのに

対し、本町では 59.4％と、依然として低い状況であることから、下水道処理区域外では

浄化槽の設置を促進するための支援を継続するとともに、下水道処理区域内では接続率

の向上に努める必要があります。 

今後も、河川の定期的な水質検査や児童の水生生物調査の実施を通じて、アユやヤマ

メなどの宝庫である気仙川の清流を守り、快適で衛生的な生活環境づくりを進めていく

必要があります。 

 

（３）廃棄物処理施設 

ごみ処理については、平成 23 年度から釜石市・大船渡市・陸前高田市・大槌町・住

田町で構成する岩手沿岸南部クリーンセンターが供用を開始したことから、共同利用に
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より処理しています。 

本町におけるごみの排出量は、平成 18 年度の 1,701ｔをピークに、年々減少してい

ましたが、東日本大震災後の平成 23 年度には 1,235ｔで、前年度の 1,112ｔを上回り、

以降は微増減しながら令和元年度は 1,193ｔとなっています。今後も、分別排出・分別

収集の徹底と、集団資源回収、生ごみのコンポスト化などによる資源ごみのリサイクル

化とごみ排出量の削減をさらに進めていく必要があります。 

し尿処理については、大船渡市・陸前高田市・住田町で組織する気仙広域連合衛生セ

ンターが、収集・運搬業務を行っています。同センターの処理施設は、昭和 62 年に建

設されましたが、経年により劣化が著しいことから、平成 17 年度から平成 19 年度にか

けて大規模改修を行い、処理能力の向上に努めました。本町のし尿収集量は、ここ数年

は減少を続け、令和元年度には 2,125ｋｌとなる一方で、浄化槽の設置がわずかではあ

るが増加しており、令和元年度の浄化槽汚泥処理量は 1,051ｋｌとなっています。 

ごみ処理施設とし尿処理施設については、今後も、広域的な取り組みを継続すること

から、施設の適正な維持管理に努め、計画的な設備更新を図っていく必要があります。 

 

（４）消防施設 

本町の消防体制については、常備として広域行政によって昭和 48 年４月に設立され

た大船渡地区消防組合大船渡消防署住田分署（以下「消防署住田分署」という。）の署

員 15 人、非常備消防として消防団が６分団、356 人（定員 465 人）の団員で構成されて

います。また、消防団員数の減少という大きな課題に直面しており、団員を確保し、地

域防災体制を充実強化するため、消防団ＯＢなどによる機能別消防団員制度を平成 20

年度から導入しています。 

消防施設、設備の現況については、令和３年４月１日現在で消防ポンプ自動車５台、

小型動力ポンプ付積載車 15 台、防火水槽（40ｔ以上）が 89 基、消火栓 106 箇所、その

他水利７箇所となっています。 

本町は広大な面積を有し、その 90％が急峻な山地で占められていることから平地が

少なく水利には恵まれず、基準水利の充足率は 70.8％と低い状況であり、防火水槽な

どの計画的な整備が必要となっています。消防ポンプ自動車や小型動力ポンプ付積載車

については、20 年を経過した車両があることから、計画的に更新する必要があります。

また、消防屯所についても、建て替えを進めていく必要があります。 

過疎化に伴う若年者などの減少により、消防団員の確保が難しく年々団員数が減少傾

向にあるため、各自治公民館単位に組織されている自主防災組織とも連携し、地域の防

災力向上を図る必要があります。また、消防団の無線機などの操備の充実を図るととも

に、住民の幅広い層から団員を確保することが望ましく、地域住民が参加しやすい消防

団の活動環境の整備を図る必要があります。 

一方、常備消防においては救急業務も行っており、令和元年度に高規格救急車を更新

し、救命効果の向上を図っています。 

また、常備消防の拠点である消防署住田分署の庁舎は、昭和 48 年度に建設してから

40 年以上経過し老朽化が著しいことから、平成 30 年４月に建て替え工事を行い、防災

機能の強化を図りました。 
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（５）町営住宅 

公営住宅は、令和３年４月１日現在で、191戸（公営住宅 127 戸、特定公共賃貸住宅

等 64 戸）の建設整備が図られており、そのすべてが木造で、自然景観と調和した住田

固有の住宅景観を創り出しています。 

これらのうち、法定耐用年限（木造の場合 30 年）を超えたストックは 21 戸で、全ス

トック数の 11％を占めており、中には築 60 年近いものも含まれています。また、今後

10年以内に法定耐用年限を迎えるストックは全ストックの概ね半数を占めていますが、

すでに一定の耐震性を有しているこれらのストックについては耐用年限の超過後ただ

ちに建て替えを行うことは現実的でなく、計画的な改修によって長寿命化を図ることに

より、法定耐用年限を超えて活用することが求められます。 

安全で安心できる住環境づくりを進め、生活空間を確保するためには、耐震性を有さ

ない住宅の建て替えに加え、住み替えや計画的な改修を図る必要があり、また、町営住

宅の建設にあたっては、積極的に町産材を使用していく必要があります。 

 

（６）その他 

 本町では、町総合計画に基づき、人口減少対策を進めるため、移住・定住政策を促進

します。安心して快適に暮らすことのできる住環境づくりと森林・林業日本一のまちづ

くりを掲げる本町にとり、町産材の利用についても積極的に進める必要があります。こ

のような中で、住環境の確保が課題となっており、公営住宅への入居だけではなく、住

宅の新築や増改築、空き家のリフォームなどへの対応策が求められています。 

 また、現在利用されず老朽化している公共施設については、景観の観点からも、計画

的に解体をしていく必要があります。 

 

6-2 その対策 

（１）水道施設 

① 水道施設の適正な維持管理に努めるとともに、施設・設備等の更新、改修を計画的

に図り、安心で安定した水道水の提供に努めます。 

② 簡易水道給水区域外で自家水等を利用している組合等に対しては、飲料水施設の新

設・更新・補修に要する経費の一部を支援します。 

③ 料金体系の適正化、業務の合理化、機械化を促進し、経営基盤の強化を図ります。 

 

（２）下水処理施設 

① 気仙川の清流を守るためにも、公共下水道排水区域内においては、下水道施設への

接続を、公共下水道排水区域外においては、浄化槽の設置を促進します。 

② 公共下水道排水区域外における下水処理施設の整備促進を図るため、浄化槽の設置

費用に対する補助金の嵩上げを継続して実施します。 

③ 料金体系の適正化、業務の合理化、機械化を促進し、経営基盤の強化を図ります。 

④ ストックマネジメント計画を見直し、計画的な施設更新を図ります。 
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（３）廃棄物処理施設 

① し尿処理とごみ処理については、効率的な処理を図るため、今後も広域的な対応に

より適切な処理を図ります。 

② 使用済小型家電の回収、集団資源回収の奨励、生ごみ処理容器等購入への助成を行

い、ごみの減量化とリサイクルの推進を図ります。 

③ ごみの減量化や再資源化を推進するため、啓発活動を継続して実施します。 

 

（４）消防施設 

① 火災発生時における消防水利の確保と迅速な初期消火を促進するため、防火水槽の

増設を図り、基準水利の充足率を高めます。 

② 防火体制を強化充実させるため、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車など

の消防車両、消防団消防屯所などの消防施設の整備・更新を計画的に図ります。 

③ 万全な救急体制を確保し、傷病者の負担軽減と円滑な救急搬送を図ります。 

④ 防災組織を強化するため、消防団の加入促進と自主防災組織の活性化を図ります。 

⑤ 地域防災力の向上のため、防災訓練や講習会の開催に努めます。 

⑥ 大規模災害などの非常時に対応し、備蓄品の確保と充実に努めます。 

 

（５）町営住宅 

① 住宅の建て替えや空き家住宅への住み替えを促進します。 

② 単身者や高齢者など入居希望者のニーズに合った住宅整備に努めます。 

③ 建設にあたっては、町産材の活用を推進するとともに、バリアフリー化などユニバ

ーサルデザインを取り入れた居住環境の充実を図ります。 

④ 町営住宅の適切な改修、維持管理に努め、計画的な整備を図ります。 

 

（６）その他 

① 移住や定住を促進し、快適な住環境を確保するために、住宅新築や増改築、空き家

リフォームなどの経費に対して支援を強化します。 

② 老朽化している公共施設については、計画的な解体撤去を図ります。 
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持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

５ 生活環境

の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 水道施設 

簡易水道 

 

その他 

 

(2) 下水処理施設 

公共下水道 

 

 

その他 

 

(5) 消防施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 公営住宅 

 

 

 

(7) 過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易水道施設整備事業 

 

飲料水供給施設整備費補助事業 

 

 

下水道施設整備事業 

 

 

浄化槽設置事業（60 基） 

 

消防団屯所施設整備事業（２棟） 

耐震性貯水槽整備事業（４基） 

防火水槽解体事業（４基） 

同報系防災行政無線整備更新事業 

消防署住田分署整備事業 

消防車両整備事業（３台） 

大船渡地区消防組合事務費負担金

事業 

 

町営住宅建設事業（６戸） 

町営住宅解体事業（10戸） 

長寿命化改修事業（８戸） 

 

 

 

住宅建築事業費補助事業 

〔事業内容〕要件を満たす住宅を

新築する者に対し補助 

〔必要性〕住環境の整備に必要。 

〔効果〕移住・定住化の促進と経

済的負担の軽減。さらに地域経済

の活性化につながる。 

 

 

 

住田町 

 

住田町 

 

 

住田町 

 

 

住田町 

 

住田町 

住田町 

住田町 

住田町 

住田町 

住田町 

大船渡地区

消防組合 

 

住田町 

住田町 

住田町 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-3 事業計画 
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(8) その他 

 

 

   

住宅建築リフォーム補助事業 

〔事業内容〕要件を満たす住宅リ

フォームを行う者に対し補助 

〔必要性〕住環境の整備に必要。 

〔効果〕移住・定住化の促進と経

済的負担の軽減。さらに地域経済

の活性化につながる。 

 

民間賃貸住宅建築事業費補助事業 

〔事業内容〕民間賃貸住宅を建築

した場合に補助 

〔必要性〕住環境の整備に必要。 

〔効果〕移住・定住化の促進と住

宅不足の解消につながる。 

 

備蓄用食料品等購入事業 

避難所資機材等購入事業 

応急仮設住宅中上団地解体撤去事

業 

防犯灯新設事業 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

住田町 

住田町 

 

住田町 

 

6-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 
 

7-1 現況と問題点 

（１）子育て環境の確保 

 本町において、晩婚化や未婚化の影響により少子化の傾向が進行していることに加え、

子育てに対するニーズが多様化していることから、安心して子供を産み育てられる子育

て環境の充実が求められています。 

町内の児童施設は、保育園が２カ所、児童館が１カ所と、いずれも町立の施設として

整備しています。令和３年４月１日現在で、全入園児数は 107 人となっており、平成 27

年４月１日時点と比べ５名減少しています。 

本町では、子育ての支援を充実させるため、乳児保育、延長保育、一時保育など住民

のニーズに応じた事業を推進するとともに、平成 27 年度から３～５歳児の全員入所や

保育料の無料化等を図り、入所条件の緩和と負担軽減に努めてきました。 

児童館については、老朽化が著しいことから、平成 24 年に下有住児童館を改築し、

児童の遊び場の確保に努めました。また、下有住児童館を拠点とした下有住放課後子ど

も教室、上有住地区公民館を拠点とした上有住放課後子ども教室も設置し、小学校下校

後における児童の安全な居場所の確保に努めています。このほか、世田米地区には、保

護者会で運営している世田米学童クラブがあり、その支援に努めています。 

本町では、少子化が進行していることから、移住や住宅政策などと一体となり、子ど

もを産み、育てやすい環境づくりを進めるため、今後も、保育サービスの拡充や子育て

支援施策を充実させていく必要があります。 

 

（２）高齢者福祉施設 

全国的に高齢化が進む中、本町の高齢化は著しく、令和２年 10 月１日現在の高齢化

率は 45.8％であり、岩手県内の市町村では３番目に高く、岩手県の 33.7％を大きく上

回っています。また、社人研のＨ30 推計では、令和 22 年（2040 年）における本町の人

口は 3,153人であり、高齢化率は 54.3％になると予測されています。 

本町の高齢者福祉施設は、特別養護老人ホームが 1 カ所、デイサービスセンターが４

カ所、グループホームが１カ所、高齢者生活福祉センター居住部門が 1 カ所となってい

ます。 

特別養護老人ホームは、社会福祉法人が運営していますが、土砂災害警戒区域のがけ

地指定を受けた急傾斜地危険箇所であり、また、施設の老朽化が著しく、入所者の入居

スペースが手狭であることなどから、平成 27 年９月に移転改築し、入所者定員も 80床

（ショートステイ 10 床含む。）と増床し、入所待機者の解消が図られています。 

デイサービスセンターは、世田米と上有住の２地区に整備し、２つの社会福祉法人が

サービスを提供していましたが、利用者の増加に伴い、平成 22 年には下有住地区に開

所した他、令和元年９月に合同会社が世田米地区に開所し、サービスの向上と利便性の

確保に努めました。また、高齢者生活福祉センター居住部門は、上有住地区のデイサー

ビスセンターと併設し運営され、定員 10 人となっています。 

グループホームは、認知症高齢者へのサービスの充実を図るため、平成 22 年４月に
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「グループホームかっこう」が開所し、社会福祉法人が運営しています。 

高齢者生活福祉センター居住部門については、介護保険法の対象とならないひとり暮

らし高齢者などの利用の便宜を図ることにより、安心した生活の提供に寄与しています。 

今後も、住宅の老朽化や立地条件などにより、自宅での生活が困難なひとり暮らし高齢

者の増加が見込まれることから、安全で安心できる居住サービスの充実が求められてい

ます。 

高齢者の総合相談の中核機関として役割を担う地域包括支援センターでは、権利擁護、

介護予防事業、認知症高齢者支援などを進めるため、医療・介護・福祉の関係機関と連

携して取り組んでいます。 

本町においては、高齢者福祉施策の充実と介護予防の推進を図るため、介護サービス

基盤の整備を含む総合的計画として、令和３年３月に「住田町老人福祉計画・介護保険

事業計画」（令和３年度～令和５年度）を策定しました。今後は、この計画を確実に進

めるために、関係機関との連携体制を強化し、介護を必要としない元気な高齢者を増や

す介護予防事業を重点化し、各種事業を展開する必要があります。 

 

（３）障がい者福祉施設 

本町の障がい者数は、身体障害者手帳所持者 278 人（72.2％）、療育手帳所持者 72 人

（18.7％）、精神障害者保健福祉手帳所持者 35 人（9.1％）を合わせ、令和３年３月末

現在で 385 人となっています。 

障がい者福祉については、障がい者が必要なサービスを適切に受けられる環境づくり

が重要となっています。そのためにも、関係機関と連携を図りながら、相談体制の確保

と情報を共有する必要があります。また、障がい者の家族の負担を軽減する支援も必要

となっています。 

町内には、障がい者施設は、就労継続支援Ｂ型事業所の１カ所のみであり、特定非営

利活動法人が運営しています。今後も、地域での生活を支援し、就労が困難な方の知識

や能力の向上の訓練を行い、就労に結び付けていく必要があります。 

また、障がい者が地域で生きがいを持って暮らせるよう、障がい者の自立と社会参加

の促進や地域住民の障がい者に対する理解と協力する意識の醸成を図っていく必要が

あります。 

さらに、子育て施策と連動した障がい児支援も強化していく必要があります。 

 

（４）その他 

母子保健については、安全な出産と育児に対する支援、子どもたちの健やかな成長を

促すための施策を進めるため、母子保健の行動指針として「すこやか母子 21（住田町母

子保健計画Ⅲ）」を策定し、乳幼児の各種検診の実施や育児相談に努め、発達状況の把

握や子育て不安の解消、早期治療など適切な実施を図りました。 

健康づくりについては、住民一人ひとりが“自分の健康は自分で守る”ことを意識し、

健康づくりの行動指針として「健康すみた 21 プラン（第３次）」を策定し、健康寿命の

延伸と生活の質の向上を図るため、住民が自発的に健康づくりに取り組む方向性を定め、

がん検診の推進、喫煙率の低下、食育の推進、多量飲酒者の減少、運動習慣の定着など
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に努めてきました。 

今後は、住民の健康データの整備充実、相談・サービス提供体制の確保、情報の集約

化を図る必要があります。 

近年、食生活を取り巻く環境は、ライフスタイルの多様化や核家族化、共働き世帯の

増加などから、大きく変化しています。本町では、食育の推進を図るため、妊娠出産期・

幼児期・学童期・思春期・成人期・高齢期に応じた離乳食教室、食生活応援教室、栄養

教室などを開催し、朝食の大切さ、偏食の改善、生活習慣病予防に努め、着実に成果が

出始めてきていることから、今後においても、関係機関などと連携を強化し、取り組み

を継続する必要があります。 

 一方で、本町の出生数は、平成 30 年では 25 人で、死亡数は出生数のほぼ５倍にあた

る 106 人となっています。合計特殊出生率については、平成２年には 2.15 でありまし

たが、平成 30 年は、1.54 と、岩手県の 1.55 と同程度の状況となっています。ここ数年

の出生数も 25 人前後で推移しており、人口対策と合わせて、子どもを産み育てやすい

環境を整備していく必要があります。そのためにも、乳児健診の充実、出産祝い金の交

付、医療費の無料化などを継続する必要があります。また、子どもに恵まれない夫婦に

対する治療支援により、精神的、経済的な負担軽減を図るとともに、妊娠後の健康診断

や相談、家族や職場周辺の支援体制の環境づくりを進めることが重要となっています。 

感染症対策については、特にも新型コロナウイルスが世界的に蔓延している状況であ

り、その他にも国内外で様々な感染症が発生し、予防接種の対象や種類が増えているこ

とから、医療機関とより緊密に連携し、感染予防の啓発を図り、安全な予防接種を実施

する必要があります。 

 地域福祉については、若い世代の流出や少子高齢化などにより、コミュニティ機能の

低下が大きな課題となっています。これらの状況に対応するためには、地域全体で取り

組むことが重要であり、支え合いや助け合いの意識醸成を図る必要があります。自治会、

民生児童委員、ボランティア団体などが、連携を密接にすることが重要であり、町社会

福祉協議会が主体となり設置しているふれあいサロンなどは、気軽に寄り合える居場所

づくりとして必要となっていることから、継続した支援が求められています。 

 

7-2 その対策 

（１）子育て環境の確保 

① 安心して子どもを育てられる環境整備を図ります。 

② 住民のニーズに応じた教育、保育事業を促進します。 

③ 次代を担う子どもの育成支援体制を強化するため、家庭・地域・学校・事業所の連

携を図ります。 

④ 就学前教育の場の確保に努めます。 

 

（２）高齢者福祉施設 

① 高齢者福祉サービスの充実と介護予防の推進を図ります。 

② 介護の労をねぎらい重度要介護者を介護する家族介護者に対して、引き続き支援を

図ります。 
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③ 地域包括支援センターについては、地域包括ケアの中核機関として、相談機能の強

化、介護予防施策の充実に努め、介護・福祉・医療・保健機関との調整を図ります。 

 

（３） 障がい者福祉施設 

① 障がい者の相談支援や地域支援活動、居住環境整備、就労支援の充実のため、関係

機関や事業者と連携を図り、障がい者の支援体制の確保を図ります。 

② 障がい者の就労機会が得られるように、就労移行支援事業や就労継続支援事業のサ

ービスの提供や障がい者の自立や社会参加を促進するための支援に努めます。 

③ 障がい児の早期発見、早期支援に努めます。 

 

（４）その他 

① 食生活の改善や指導を積極的に推進し、生活習慣病予防と重症化防止施策を図りま

す。 

② 子どもを授かりたいと思う夫婦への不妊治療、不育症治療の支援を図ります。 

③ 各種検診の受診率の向上に努めるとともに、健康づくりの相談や事後指導の充実を

図ります。 

④ 感染症の予防対策を強化するため、助成制度を継続しながら、各種予防接種率の向

上に努めます。 

⑤ 出産祝い金や医療費など経済的な支援に努め、引き続き子育て支援を図ります。 

⑥ 保健活動や訪問指導の充実を図り、疾病の予防対策と健康管理の増進に努めます。 

⑦ 地域の福祉活動を行う関係団体の機能の充実と活動強化のための支援を図ります。 

 

7-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

６ 子育て環

境の確保、

高齢者等の

保健及び福

祉の向上及

び増進 

 

 

 

 

(1) 児童福祉施設 

保育所 

 

 

(3) 高齢者福祉施設 

高齢者生活福祉セ

ンター 

 

(8) 過疎地域持続的

発展特別事業 

児童福祉 

 

 

 

有住保育園トイレ改修事業 

病後児保育施設整備事業 

 

 

 

高齢者生活福祉センター改修事業 

 

 

 

出産祝い金交付事業 

〔事業内容〕第３子以上の子を出

産した場合に祝金を交付 

 

住田町 

住田町 

 

 

 

住田町 

 

 

 

住田町 
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高齢者・障害者福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔必要性〕次世代を担う子どもの

確保。 

〔効果〕人口増加及び活性化。 

 

子育て医療費助成事業 

〔事業内容〕18 歳までの医療費を

助成 

〔必要性〕保護者の経済的負担の

軽減。 

〔効果〕子育ての支援体制の充実。 

 

放課後児童健全育成事業 

〔事業内容〕放課後児童クラブの

運営に対する補助 

〔必要性〕児童の健全育成。 

〔効果〕児童の健全育成と保護者

が安心して働く機会の創出。 

 

高齢者及び障害者にやさしい住ま

いづくり推進事業 

〔事業内容〕高齢者及び障害者が

暮らしやすいようリフォームを行

う場合に補助 

〔必要性〕高齢になっても障害が

あっても住み慣れた家で生活でき

る環境の構築。 

〔効果〕施設利用ではなく在宅で

生活できることで介護保険等の抑

制。 

 

生活支援拠点整備事業 

〔事業内容〕障害福祉等の高度な

専門性を有した体制の整備 

〔必要性〕地域体制の整備。 

〔効果〕安心した地域生活が送れ

る体制。 

 

家族介護者手当支給事業 

〔事業内容〕在宅の重度要介護者

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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(9) その他 

を介護している家族に手当金を支

給 

〔必要性〕経済的負担の軽減。 

〔効果〕施設入所等の抑制につな

がることで介護給付費の抑制。 

 

緊急通報装置設置事業 

〔事業内容〕緊急通報装置の貸与

及び管理 

〔必要性〕安心した地域生活の確

保。 

〔効果〕安心した自宅生活を送る

ことによる不安の解消。 

 

社会福祉協議会補助事業 

〔事業内容〕社会福祉協議会への

補助 

〔必要性〕地域福祉の推進。 

〔効果〕高齢者、障がい者等の活

動の場の確保。 

 

妊産婦、乳幼児健診事業 

不妊・不育治療支援事業 

健康診査事業 

各種予防接種事業 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

住田町 

住田町 

住田町 

 

7-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第８ 医療の確保 
 

8-1 現況と問題点 

町内の医療機関は、平成 29 年を最後に民間医科診療所がすべて閉院となり、県立大

船渡病院附属住田地域診療センターのほか歯科医院が２カ所となっています。 

県立大船渡病院附属住田地域診療センターについては、平成 20 年に県立住田病院が

診療所化し、平成 21 年からは休床化となっている状況です。現在は内科、外科で診療、

治療を行っています。また、月単位や週単位で行われる定期的な応援診療は、泌尿器科、

小児科、耳鼻咽喉科、皮膚科の４科となっています。 

民間医科診療所の閉院に伴って、多くの場合、町外医療機関での通院治療を行わざる

を得ない状況となっており、それに伴って公共交通機関を乗り継いで行く方も多く、経

済的、精神的、身体的な負担となっています。さらに、休床化により、町内には入院可

能な医療機関がなくなり、入院治療が必要な患者は、県立大船渡病院、県立高田病院、

県立遠野病院など町外の病院を利用せざるを得ない状況となっています。 

これらの状況から、今後も可能な限り、住み慣れた地域で安心して医療サービスが受

けられるよう訪問看護ステーションを平成 31 年に開設しました。しかし、町外に医療

サービスのほとんどを依存しているため、今後も地域医療の総合的な体制を構築してい

く必要があります。 

 

8-2 その対策 

① 医療体制の安定のため、引き続き医師を含めた医療従事者の確保に努めます。 

② 町民が住み慣れた地域で安心して生活や療養が送れるよう介護及び福祉分野とも

連携した体制の構築に努めます。 

③ 緊急時の医療サービス確保として、気仙医師会や気仙歯科医師会と連携を図り、休

日・祝日の当番制の維持に努めます。 

④ 近隣医療機関等と連携した保健医療介護連携体制の構築に努めます。 

⑤ 大船渡市との定住自立圏共生ビジョンにおいて、圏域住民が安心して暮らすことが

できるようＩＣＴネットワークを活用した医療・介護の効率化とサービスの向上を図

ります。 
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8-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

７ 医療の確 

 保 

 

 

 

 

(3) 過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

地域医療対策事業 

〔事業内容〕医師を目指すものへ

の奨学金の貸し付けや地域医療対

策に関する補助 

〔必要性〕医師不足の解消及び医

療体制の整備。 

〔効果〕安心して暮らせる医療体

制の充実。 

 

保健医療介護連携体制構築事業 

〔事業内容〕保健医療介護連携体

制の構築のための事業に対する補

助 

〔必要性〕医療資源不足の補完。 

〔効果〕適切な医療体制の維持。 

 

地域医療介護情報ネットワーク事

業 

〔事業内容〕近隣の医療・介護・保

健・福祉機関をネットワークで結

んだシステムの運用負担金 

〔必要性〕適切な医療が受けられ

る体制の整備。 

〔効果〕受診時間の短縮や適切な

薬の処方。 

 

在宅当番医運営負担金 

〔事業内容〕休日の医療機関体制

を維持するための負担金 

〔必要性〕救急医療体制の確保。 

〔効果〕適切な医療体制の維持。 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来かなえ 

機構 

 

 

 

 

 

未来かなえ

機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

気仙医師会 

気仙歯科 

医師会 
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看護師確保対策（地域おこし協力

隊事業） 

〔事業内容〕看護師を地域おこし

協力隊として設置 

〔必要性〕医療従事者の確保 

〔効果〕医療体制の安定 

住田町 

 

8-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。  
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第９ 教育の振興 
 

9-1 現況と問題点 

（１）学校教育関連施設 

本町では、出生率の低下などに起因し、児童生徒数の減少傾向が進む中にあって、学

校の適正規模化と教育環境整備のための学校統合を行ってきました。令和３年５月現在

の学校数は、町立の小学校２校、中学校２校、県立高等学校が１校となっています。児

童生徒数は、小学校が 151 人、中学校が 87 人となっており、平成 27 年５月現在と比較

しますと、小学校では 65 人減少、中学校では 36 人減少となっています。 

学校施設については児童や生徒の学習や生活の場であるとともに、災害時における避

難所や地域コミュニティ施設としての役割を果たすことから、安全で快適な教育環境の

確保が必要であり、老朽化している学校校舎や屋内運動場などの改修を計画的に進める

必要があります。 

就学前教育については、幼児教育の場を保育園に一元化し、将来自立できる人間の育

成に必要な幼児教育や義務教育への円滑な適応と移行のため重要な取り組みであり、今

後も就学前教育の充実を図る必要があります。 

学校教育については、生涯学習の基礎を培う観点に立ち、基礎的な内容を確実に習得

させることを重点とし、一人ひとりの個性に応じた教育、自ら学ぶ意欲の育成に努めて

きました。特に、本町独自の取り組みでは、森林環境教育、国際理解活動や平成 29 年

度に県内初となる研究開発学校に指定され、現行基準によらない教育課程の編成や実施

が認められるなか取り組んでいる地域創造学など保、小、中、高の系統的・継続的な学

習活動の連携の強化に配慮した活動を展開してきました。 

生徒数の減少傾向などから県立高等学校の統廃合も検討され、中山間地域・過疎地域

においては、均衡ある高等学校教育を享受することが困難な状況が懸念されています。

特に過疎地域においては、地域振興と一体となった高校教育が展開されてきており、本

町では、「中山間地域における中高一貫教育校」のあり方を提言してきた経緯がありま

す。今後とも基盤となる県立高等学校の魅力化推進の支援に努め、本町の特色である保・

小・中・高の系統的・継続的な教育活動をさらに深めていく必要があります。 

学校統合に伴い、通学の便宜を図るため３台のスクールバスを運行しています。スク

ールバスの運行は、通学の確保や教育活動、学校行事の実施などに欠かせないものとな

っており、児童生徒の通学の安全を確保するためにも、計画的な更新が必要となってい

ます。 

少子化に伴う児童生徒の減少に対応した学校再編も含めた教育環境のあり方につい

て検討していきます。 

情報通信技術が進展する近年において、情報化社会に対応した教育の推進が重要とな

っています。小・中学校では、コンピューターや情報通信ネットワークを活用した情報

化教育を行っていることから、計画的な機器の更新が必要となっています。 

学校給食センターでは、学校給食を町内の小中学校はもちろんのこと、学校の魅力づ

くりの支援として高等学校にも提供しています。安全安心な学校給食の提供とともに、

「食」に関する正しい知識を習得するための食育を推進し、地場食材の積極的な活用を
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図る必要があります。また、給食施設機器についても、計画的な更新が必要となってい

ます。 

 

（２）集会施設、体育施設等 

 本町には、生涯学習施設としては、中核施設の中央公民館があり、そのほか町民の身

近な生涯学習の拠点となる世田米地区公民館・下有住地区公民館・上有住地区公民館・

大股地区公民館・五葉地区公民館の５地区公民館が設置されています。地区公民館は、

生涯学習の拠点としてだけでなく、地域づくりの拠点ともなっているため、施設の充実

と適正な維持管理が必要となっています。 

令和２年度に新築された上有住地区公民館は、放課後子ども教室を設置しているため、

児童の居場所にもなっています。また、老朽化している施設については、計画的に更新

や解体を行う必要があります。 

図書室については、中央公民館や各地区公民館等に整備され、多くの町民が身近な学

習の場として利用しています。中央公民館については、経年により老朽化が著しく、そ

の周辺整備と合わせて改築をする必要があることから、図書室の蔵書の充実を図るとと

もに、管理体制を充実させるためシステム化の導入について検討する必要があります。 

体育施設については、生涯の健康づくりの意識を高めるスポーツライフの実現のため

に、生涯スポーツセンター、社会体育館、運動公園が整備されています。社会体育館に

ついては、施設建設後 40 年以上経過し老朽化が著しく、災害時の避難所にも指定され

ていることから、計画的な改修に努めています。 

運動公園は、野球場としての機能を中心とした屋外型スポーツに対応した施設となっ

ています。各種野球大会が開催されており、観客席の増設や施設管理体制の充実が求め

られています。 

生涯スポーツセンターについても、平成 9 年度に整備されていることから、施設の改

修やスポーツトレーニング機器の更新などを計画的に行う必要があります。今後におい

ては、スポーツ指導者講習会による指導者の養成や体育施設の予約管理体制の充実など

を図る必要があります。 

本町では、平成 30 年３月に平成 30 年度～34 年度を実施期間とする「第９次住田町

教育振興基本計画」を策定し、生涯学習や生涯スポーツ分野においては子どもから高齢

者までの各時期に応じた学習する機会の提供と、生涯にわたり積極的にスポーツを親し

む環境づくりを推進していることから、団体関係者や関係機関と連携し、生涯学習施設

と体育施設を有効に活用した各種教室などの拡充を図る必要があります。 

 

9-2 その対策 

（１）学校教育関連施設 

① 森林環境教育と国際理解教育の充実を図ります。 

② 情報教育の推進のため小中学校の情報機器の更新を図ります。 

③ 児童生徒の通学の安全確保のため、計画的なスクールバスの更新を図ります。 

④ 高校教育振興を進め、魅力推進のための支援を図ります。 

⑤ 本町が独自で進める保・小・中・高の系統的・継続的な教育活動の充実を図りま
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す。 

⑥ 安全安心の学校給食を提供するため、地場食材の積極的な活用に努めるとともに、 

給食施設関連機器の更新を図ります。 

 

（２）集会施設、体育施設等 

① 生涯学習や地域づくりの拠点である地区公民館の機能強化を図ります。 

② 中央公民館の整備を図ります。 

③ 森林環境学習をはじめ、住民ニーズに応じ、学習機会の拡充に努めます。 

④ 体育施設等の計画的な更新を図ります。 

⑤ 体育施設の管理運営体制の充実を図ります。 

⑥ 運動公園の観客席増設や防球ネットなどの整備の充実を図ります。 

⑦ スポーツ技術の向上や運動する機会の拡大を図るため、各種教室や講習会、大会

の開催に努めます。 

 

9-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

８ 教育の振  

興 

 

 

 

 

(1) 学校教育関連施 

設 

校舎 

屋内運動場 

 

 

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ･ﾎﾞｰﾄ 

 

給食施設 

 

 

その他 

 

(2) 集会施設、体育

施設等 

公民館 

 

集会施設 

 

 

体育施設 

  

 

学校教育環境整備事業 

世田米中学校体育館改修事業 

世田米小学校体育館改修事業 

 

スクールバス購入事業 

 

配食車購入事業 

給食センター機器等更新事業 

 

学校ＩＣＴ環境整備事業 

 

中央公民館新築事業 

 

生活改善センター解体工事事業 

無線 LAN 環境整備事業 

 

大股地区公民館体育館解体事業 

社会体育館改修工事 

生涯スポーツセンター改修事業 

 

 

住田町 

住田町 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

住田町 

 

住田町 

 

 

 

住田町 

 

住田町 

住田町 

 

住田町 
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図書館 

 

その他 

 

(3) 過疎地域持続的

発展特別事業 

義務教育 

 

 

 

 

 

 

高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

運動公園改修事業 

 

図書室蔵書管理システム整備事業 

 

ふれあい公園整備事業 

 

 

 

中学生海外派遣事業 

〔事業内容〕中学生を対象とした

海外派遣事業 

〔必要性〕世界で通用する語学力

の育成 

〔効果〕豊かな国際感覚の醸成 

 

住田高校教育振興事業補助 

〔事業内容〕住田高校教育振興会

が行う事業への補助 

〔必要性〕教育振興の推進 

〔効果〕経済的負担の軽減や新入

学生の増加 

 

住田高校魅力化推進事業 

〔事業内容〕住田高校生へのキャ

リアサポートや学習サポート等 

〔必要性〕中山間地域・過疎地域

における教育の質の確保 

〔効果〕教育等の質の向上や新入

学生の増加 

 

森林環境学習事業 

〔事業内容〕保育園児から成人ま

でを対象とした世代ごとの森林学

習の実施 

〔必要性〕世代ごとの森林学習の

推進 

〔効果〕環境意識の向上及び人材

育成 

 

住田町 

住田町 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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(4) その他 

国際理解教育推進事業 

〔事業内容〕国際教育講師を採用

した英語教育の実施や英語検定受

験時の補助 

〔必要性〕世界で通用する人材の

育成や国際社会における主体性に

生きていくための意欲の向上。 

〔効果〕豊かな国際感覚の醸成。 

 

きめ細やかな児童生徒育成支援事

業 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

9-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第 10 集落の整備 
 

10-1 現況と問題点 

本町の集落は、気仙川及びその支流に沿って、河岸段丘に点在しており、１次生活圏

が世田米、下有住、上有住の３圏域で形成されています。  

このうち、５つの地区公民館を単位として、住民が主体となって作成した地区別計画

に基づき、協働による地域の特徴、特色を生かした地域づくりが行われてきました。ま

た、地域などの枠組みにとらわれず、住民の意欲と自主性により、新たに組織される地

域づくり団体等の活動を支援してきましたが、組織が脆弱であることや、参加者の固定

化などにより、活動が縮小する傾向にありました。そのことから、団体間で情報を共有

する異団体交流事業やふるさと納税制度を活用した支援の仕組みづくりに努めてきま

した。 

また、22 ある各基礎集落には、自治公民館が組織されており、それらを中心とした多

様なコミュニティ活動を通じて、昔ながらの伝統や文化、地域連帯の意識と郷土愛が受

け継がれています。 

近年は、すべての集落において、人口減少問題が表面化しており、65 歳以上の高齢者

が住民に占める割合の 40％を超える集落が大部分を占め、50％を超える集落も点在し

始めています。そのため、空き家の増加や、集落機能を維持するのが困難な集落も出始

めています。このことは、集落のコミュニティ活動を担う若年者の不足、高齢者のみの

世帯の増加につながっており、その結果、公民館や消防団活動、互助組織などの運営が

困難な集落が多くなっています。そのため、地域の持続的発展を進めるため、住民と行

政とが一体となって地域づくりを進めていくことがより重要になっています。 

これらのことから、コミュニティを支える人材の育成などを進めるとともに、コミュ

ニティ機能が脆弱な集落に対し、集落の機能を補完する仕組みづくりや、住民が主体的

にまちづくりに取り組める体制を構築し、まちづくり活動の支援と活性化を図る必要が

あります。 

 

10-2 その対策 

① 集落のコミュニティ機能を維持し自立した地域づくりを推進するため、住民の協働

意識の醸成と組織体制の強化に努めます。 

② 地域の課題解決や活性化を図るため支援を拡充します。 

③ 地域づくり団体やＮＰＯ団体等との連携を強化し、継続した支援を図ります。 

④ 空き家を活用し、町内で新たに住居を探している方々の定住促進の取り組みを進め

ます。 
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10-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

10 集落の整  

備 

 

 

 

 

(1)過疎地域集落再

編整備 

 

 

 (2)過疎地域持続的

発展特別事業 

集落整備 

 

 

 

定住促進空き家活用事業 

空き家改修１戸 

 

 

 

地域づくり推進事業 

〔事業内容〕小さな拠点づくり中

間支援業務及び地域交付金 

〔必要性〕地域住民が主体となっ

て町づくりに取り組む環境の整

備。 

〔効果〕住民の町づくりに対して

の意識の向上。 

 

協働推進事業 

〔事業内容〕町づくり団体が行う

事業に対して補助 

〔必要性〕地域住民が主体となっ

て町づくりに取り組む環境の整

備。 

〔効果〕地域の活性化。 

 

 

住田町 

住田町 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

10-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第 11 地域文化の振興等 
 

11-1 現況と問題点 

芸術文化は、人々に感動と安らぎをもたらし、生きる喜びとなり、豊かな人間性や創

造性を高め、感性を育みます。それが、個性あふれる町づくりにつながるとともに、町

全体の活力を高めます。しかしながら、芸術・文化に親しみ、生活の豊かさを享受する

町民は、減少傾向にあります。特にも、文化産業まつりなどでは、鑑賞者の少ない中で

の出品や舞台発表となっており、出品者や発表者の意欲の喪失につながりつつあります。 

本町では、芸術文化協会が中心となり、多種多様な加盟団体がそれぞれ地域を活性化す

るため、その振興を図っていますが、参加者の減少やリーダーの高齢化など、町民憲章

に掲げる「かおり高い伝統」の維持継承も懸念される状況であり、活動を維持するため

にも継続した支援が必要となっています。 

一方、本町の長い歴史の中で生まれ、先人達が築き上げ、守り受け継がれてきた町民

共有の財産である貴重な文化財は、町民の郷土を愛する心を育むとともに、創造力豊か

な文化の指針となります。また、生活や志向の変化が進む中で、歴史や伝統や資源の損

失、風化、衰退が進みつつある現状となっています。 

町内には令和３年４月現在、指定文化財は、国指定名勝１件、県指定有形文化財２件、

史跡１件、町指定の有形文化財２件、天然記念物１件、無形民俗文化財６件、国登録有

形文化財２件、埋蔵文化財包蔵地として 125 カ所が遺跡台帳に掲載されていますが、埋

蔵文化財包蔵地の調査保護、指定文化財の定期的な調査などの活動は十分とはいえず、

文化財全体での調査保護体制を強化する必要があります。 

また、国指定名勝「イーハトーブの風景地」の指定地である「種山ヶ原」の保護と活

用、全６巻からなる「住田町史」と「住田の歴史と文化」の活用、国登録有形文化財で

ある旧上有住小学校校舎（民俗資料館）の活用による町民の愛護思想の高揚と後世への

確かな伝承を行う必要があります。 

伝統芸能においても、それぞれの地域で守り受け継いできていますが、若い世代の担

い手不足やリーダーの高齢化など、その維持継承が大きな課題となっています。 

旧上有住小学校校舎を活用した民俗資料館は、建物自体が気仙大工の匠の技術を残す

文化財であり、産金・製鉄・養蚕・木炭など地域の生活や生業に密着した民俗資料が収

集されています。平成 23 年度には、屋根の改修を終え、住民によるボランティア活動

による展示物の整理や自主事業の展開など地域の民俗資料館として活用されています。

民俗資料館の入館者について、令和元年度は 348 人であり、平成 23 年度の 557 人から

減少しており、入館者の増加を図るため、町内外に関わらず各種文化財と合わせて、学

習教材や観光資源として活用する必要があります。 

 

11-2 その対策 

① 優れた芸術文化に触れる機会の提供に努めます。 

② 芸術文化団体や郷土芸能団体を支援し、文化活動の活性化を図ります。 

③ 芸術や文化に関わりを持つ自主活動グループの育成を図ります。 

④ 芸術文化講座を開設し、芸術や文化に親しむ環境の提供に努めます。 
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⑤ 国指定史跡の答申を受けた「栗木鉄山跡」とともに、国指定名勝「イーハトーブの

風景地」の指定地である「種山ヶ原」と一体とした文化価値の向上に努めます。 

⑥ 産業体験学習活動を通じた取り組みを強化するため、体験交流機能、情報発信機能

の充実を図ります。 

⑦ 各種文化財を保全する環境を整備し、学習教材や観光資源としての活用を図ります。 

⑧ 歴史、文化、自然を生かした体験コースを設定するとともに、インストラクターや

歴史・文化財ガイドの育成を図ります。 

 

11-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

10 地域文化

の振興等 

 

 

(1) 地域文化振興施

設等 

地域文化振興施設 

 

(3) その他 

 

 

栗木鉄山跡整備事業 

 

文化産業まつり開催事業 

民俗資料館関連事業 

 

 

 

住田町 

 

住田町 

住田町 

 

 

11-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 
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第 12 再生可能エネルギーの推進 
 

12-1 現況と問題点 

本町では、平成 10 年に発生した豪雨を原因とした林地残材等の流出による大水害を

契機に、新エネルギー導入の基本指針とその具体化方策の策定を目的とした「住田町地

域新エネルギービジョン」を平成 13 年に策定しました。また、環境に配慮した循環型

地域社会の実現に向け、町独自の林業振興計画を策定し、町内企業へ木質ペレット製造

施設の導入、公共施設への大型の木質バイオマス利用機器の導入、また、一般家庭等向

けに木質燃料燃焼機器設置に対する補助事業の創設など、木質バイオマスによる森林エ

ネルギーの循環システムの構築に努めてきました。 

平成 29 年には本町の再生可能エネルギーの導入拡大に関する新たな基本方針である

「住田町再生可能エネルギー活用推進計画」を策定しました。同計画においては、本町

の状況、特性等を踏まえ、太陽光及び木質バイオマスの各エネルギーの利用可能性が高

いと位置づけられており、今後、両エネルギーを中心に活用した事業展開をしていくこ

ととしています。また、併せて本町に既存する自然エネルギーの活用を推進していくこ

ととしています。 

太陽光エネルギーについては、利用が日中のみで天候に左右される不安定要素はあり

ますが、災害等非常時における電源確保に有効性を発揮するものであり、災害発生時な

どに有効に活用できるよう、公共施設に設置した太陽光発電施設を適正に管理・運用し

ていく必要があります。 

木質バイオマスエネルギーについては、切捨間伐等により発生した林地残材等をエネ

ルギー資源として活用するため、林地残材等を収集・搬出するシステムの構築が必要と

なっています。 

 

12-2 その対策 

① 未利用間伐材等の木質バイオマス資源を有効活用するため、森林資源活用プロジェ

クトを実現します。 

 

12-3 事業計画 

 

持 続 的 発 展 

施 策 区 分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

12 再生可能

エネルギー

利用の促進 

 

 

 

 

(3) その他 森林資源活用プロジェクト 

未利用間伐材等収集システム構築

事業 

木質燃料燃焼機器設置補助事業 

 ペレットストーブ５台/年 

再生可能エネルギー活用推進事業 

グリーンＩＬＣ推進事業負担金 

住田町 

住田町 

 

住田町 

 

住田町 

東北ＩＬＣ

 



69 

 事業推進セ

ンター 

 

 

12-4 公共施設等総合管理計画等との整合 

 公共施設等の整備や維持・管理については、住田町公共施設等総合管理計画を策定し、

「公共施設等の管理に関する基本的な方針」と「施設類型ごとの管理に関する基本的な

方針」のもと、本計画と整合性を図りながら必要な事業を適正に実施します。 

地域活性化のため、生産基盤施設の整備や生活環境施設の充実、教育文化施設の整備

など各分野において年次的に事業の実施を図ります。 

  



70 

13 事業計画  過疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 

 

持続的発展施

策区分 

事業名 

（施設名） 
事 業 内 容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間

交 流 の 促

進、人材育

成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持続的

発展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住支援金 

〔事業内容〕岩手県とともに一定

の条件のもと首都圏からの移住者

に対して支援 

〔必要性〕町の移住定住の促進及

び町内中小企業等の人手不足を解

消。 

〔効果〕移住定住を促進しつつ企

業の人手不足の解消。 

 

空き家活用事業 

〔事業内容〕空き家バンクの運営 

〔必要性〕空き家自体の解消と住

居を探している人たちへの適切な

情報提供のため必要。 

〔効果〕不適切な状態の空き家の

解消と移住定住の促進。 

 

関係人口創出事業 

〔事業内容〕関係人口の創出と、

これらと連携した魅力の発信と情

報収集 

〔必要性〕人口減少による地域の

担い手確保、育成。 

〔効果〕人口減少による地域の担

い手確保、育成。 

 

つながり創出事業 

〔事業内容〕町内外の若者が交流

する機会を創出 

〔必要性〕地域活動に協力してく

れる人材の確保。 

〔効果〕居住地に縛られずつなが

りを持つことができ、Ｕターンの

きっかけや地域の活性化。 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 産業振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 過疎地域持続

的発展特別事業 

第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＮＳによる情報発信に関する業

務 

〔事業内容〕ＳＮＳを活用し町の

事業等を情報発信 

〔必要性〕町の現状をいち早く情

報発信することができる。 

〔効果〕町に興味関心を持つ人を

増やすことで新たなつながりが期

待。 

 

ふるさと住田会運営補助 

〔事業内容〕ふるさと住田会への

補助 

〔必要性〕移住定住の促進と町と

のつながり維持。 

〔効果〕移住定住の促進や新たな

つながりの創出。 

 

農業生産振興事業費補助事業 

〔事業内容〕農業生産振興に関す

る補助 

〔必要性〕新技術、新規作目の導

入及び遊休農地等の活用の推進。 

〔効果〕新規取組の推進と農業生

産の向上。 

 

担い手農業者経営支援対策事業費

補助事業 

〔事業内容〕個人の新規就農や農

業経営の法人化に対する補助 

〔必要性〕後継者不足や高齢化が

進む中、担い手確保が急務。 

〔効果〕担い手の確保。 

 

集落営農推進農林業振興会活動費

補助事業 

〔事業内容〕集落営農に関する事

業に要する経費に対する補助 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

生産組合 

 

 

 

 

 

 

 

生産者 

 

 

 

 

 

 

 

協議会 
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〔必要性〕集落での安定的な農産

物生産や農作物の品質向上を図

る。 

〔効果〕集落営農の推進。 

 

農業機械等導入支援事業費補助事

業 

〔事業内容〕農作業の効率化・規

模拡大に資する農業機械導入の補

助 

〔必要性〕担い手不足による耕作

放棄地の改善。 

〔効果〕担い手不足の中、経営規

模の維持拡大。 

 

飼料用米生産拡大事業費補助事業 

〔事業内容〕飼料用米の生産に対

して補助 

〔必要性〕飼料用米の団地化と遊

休農地の解消推進。 

〔効果〕生産拡大と耕作放棄地の

解消。 

 

飼料自給率向上対策事業費補助事

業 

〔事業内容〕飼料生産基盤の整備

に関する補助 

〔必要性〕町内飼料自給率向上の

推進。 

〔効果〕町内飼料自給率の向上。 

 

畜産振興対策事業費補助事業 

〔事業内容〕畜産振興に関する補

助 

〔必要性〕防疫等の経営の安定化

を図る。 

〔効果〕事業の安全性の確保や品

質の向上。 

 

 

 

 

 

 

生産組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産者 

 

 

 

 

 

 

 

生産者 

 

 

 

 

 

 

 

農業協同組

合 
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生産基盤確保事業費補助事業 

〔事業内容〕生産基盤の確保に関

する補助 

〔必要性〕優良な雌牛の導入と生

産基盤の確保。 

〔効果〕生産基盤の安定化。 

 

家畜導入資金供給事業費補助事業 

〔事業内容〕家畜導入に関する補

助 

〔必要性〕生産基盤の確保。 

〔効果〕生産基盤の安定化。 

 

岩手県ブロイラー価格安定対策事

業費補助事業 

〔事業内容〕ブロイラーの価格安

定対策に関する補助 

〔必要性〕計画的な生産体制の構

築。 

〔効果〕生産体制の安定化。 

 

林地流動化再造林推進事業費補助

事業 

〔事業内容〕再造林を前提に再造

林未済地を購入した場合に補助 

〔必要性〕適切な再造林の推進。 

〔効果〕適切な再造林による森林

資源の確保。 

 

アツモリソウ増殖事業 

〔事業内容〕絶滅危惧種である町

花の増殖事業 

〔必要性〕保護・増殖に係る担い

手の確保が急務。 

〔効果〕希少な自然環境の保持。 

 

気仙川内水面資源増殖事業費補助

事業 

〔事業内容〕町内河川における内

農業協同組

合 

 

 

 

 

 

農業協同組

合 

 

 

 

 

生産組合 

 

 

 

 

 

 

 

林業事業体 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

漁業協同組

合 
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水面漁業の増殖に関する補助 

〔必要性〕適切な自然環境の保持。 

〔効果〕自然環境の保持と漁獲量

の維持。 

 

林業担い手対策事業費補助事業 

〔事業内容〕林業担い手対策に関

する補助 

〔必要性〕林業就業者等の確保。 

〔効果〕林業労働力の安定確保。 

 

林業振興対策事業費補助事業 

〔事業内容〕以下に関する補助 

 林業振興対策事業（開発作業道、 

ミニ作業道、らくらく道） 

11,000m 

ＦＳＣの森整備事業（再造林、

下刈、枝打、獣害防止施設等整

備、除間伐、間伐）  375ha 

ＦＳＣ高齢級間伐（間伐）  

25ha 

〔必要性〕災害に強く良質な木材

生産及びＦＳＣ認証林の拡大。 

〔効果〕持続可能な森林管理の推

進。 

 

森林資源解析事業 

〔事業内容〕森林資源の調査分析 

〔必要性〕適切な森林管理を推進。 

〔効果〕森林資源の適切な維持確

保。 

 

森林病害虫等駆除事業 

〔事業内容〕松くい虫の駆除及び

ナラ枯れ対策 

〔必要性〕被害の拡大防止。 

〔効果〕森林資源の適切な維持確

保。 

 

 

 

 

 

 

林業事業体 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

住田町 
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特産品開発事業費補助事業 

〔事業内容〕町内産品を用いた加

工品の製造等に関する補助 

〔必要性〕町を広くＰＲできる。 

〔効果〕町の知名度の向上、観光

客の誘致と経済の活性化。 

 

空き店舗活用支援事業費補助事業 

〔事業内容〕空き店舗を賃借して

事業を開始した場合に補助 

〔必要性〕中小業者の振興 

〔効果〕地域経済及び商店街の活

性化 

 

商工業指導事業費補助事業 

〔事業内容〕商工会が経営又は技

術の改善発達のために行う事業に

補助 

〔必要性〕商工会の活性化 

〔効果〕地域経済の活性化 

 

住田町観光協会体制強化支援事業

費補助事業 

〔事業内容〕観光協会の体制強化

に関する補助 

〔必要性〕町の観光事業の推進。 

〔効果〕町の知名度の向上や観光

客誘致による経済の活性化。 

 

広域連携インバウンド対策事業 

〔事業内容〕近隣市と連携したイ

ンバウンド誘客促進対策 

〔必要性〕地域資源を活用した魅

力の発信と地域経済の促進。 

〔効果〕町の知名度の向上や観光

客誘致による経済の活性化。 

 

販路開拓等支援事業 

〔事業内容〕商談会等での商品プ

住田町 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

商工会 

 

 

 

 

 

 

観光協会 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 
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ロモーションを行い販路拡大を図

る 

〔必要性〕販路拡大の推進 

〔効果〕町の知名度の向上、観光

客の誘致と経済の活性化。 

 

住民交流拠点施設運営事業 

〔事業内容〕住民交流拠点施設の

運営 

〔必要性〕中心市街地の活性化 

〔効果〕町の賑わいの創出 

 

鳥獣害防止総合対策事業 

〔事業内容〕鳥獣害対策設備の設

置に要する補助 

〔必要性〕鳥獣害被害の軽減。 

〔効果〕農作物等の安定確保 

 

ＦＳＣ森林認証普及促進事業 

〔事業内容〕ＦＳＣ森林認証のた

めの補助等 

〔必要性〕取得時の負担軽減と適

切な認証林の管理 

〔効果〕持続可能な森林管理や販

路拡大 

 

シカ等有害捕獲事業 

〔事業内容〕シカ等の捕獲事業 

〔必要性〕鳥獣害被害の軽減 

〔効果〕農作物等の安定確保 

 

カモシカ食害対策事業 

〔事業内容〕カモシカの食害対策

事業 

〔必要性〕鳥獣害被害の軽減 

〔効果〕食害の防除と再造林への

意欲向上 

 

地域おこし協力隊設置事業 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

鳥獣害防止

総合対策協

議会 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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３ 地域にお

ける情報化 

 

 

 

 

 

 

５ 生活環境

の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 子育て環

境の確保、

 

 

 

 

 

 

(2) 過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

 

 

 

 

 

(7) 過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 過疎地域持続的

発展特別事業 

〔事業内容〕各事業に適した地域

おこし協力隊の設置 

〔必要性〕観光振興や担い手の確

保 

〔効果〕事業継承や地域の活性化 

 

地域情報番組制作業務委託 

〔事業内容〕町ケーブルテレビの

運営業務委託 

〔必要性〕町内への適時適切な情

報の周知 

〔効果〕町政の推進、防災意識の

向上 

 

住宅建築事業費補助事業 

〔事業内容〕要件を満たす住宅を

新築する者に対し補助 

〔必要性〕住環境の整備に必要。 

〔効果〕移住・定住化の促進と経

済的負担の軽減。さらに地域経済

の活性化につながる。 

 

住宅建築リフォーム補助事業 

〔事業内容〕要件を満たす住宅リ

フォームを行う者に対し補助 

〔必要性〕住環境の整備に必要。 

〔効果〕移住・定住化の促進と経

済的負担の軽減。さらに地域経済

の活性化につながる。 

 

民間賃貸住宅建築事業費補助事業 

〔事業内容〕民間賃貸住宅を建築

した場合に補助 

〔必要性〕住環境の整備に必要。 

〔効果〕移住・定住化の促進と住

宅不足の解消につながる。 

 

出産祝い金交付事業 

〔事業内容〕第３子以上の子を出

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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高齢者等の

保健及び福

祉の向上及

び増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者・障害者福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産した場合に祝金を交付 

〔必要性〕次世代を担う子どもの

確保。 

〔効果〕人口増加及び活性化。 

 

子育て医療費助成事業 

〔事業内容〕18 歳までの医療費を

助成 

〔必要性〕保護者の経済的負担の

軽減。 

〔効果〕子育ての支援体制の充実。 

 

放課後児童健全育成事業 

〔事業内容〕放課後児童クラブの

運営に対する補助 

〔必要性〕児童の健全育成。 

〔効果〕児童の健全育成と保護者

が安心して働く機会の創出。 

 

高齢者及び障害者にやさしい住ま

いづくり推進事業 

〔事業内容〕高齢者及び障害者が

暮らしやすいようリフォームを行

う場合に補助 

〔必要性〕高齢になっても障害が

あっても住み慣れた家で生活でき

る環境の構築。 

〔効果〕施設利用ではなく在宅で

生活できることで介護保険等の抑

制。 

 

生活支援拠点整備事業 

〔事業内容〕障害福祉等の高度な

専門性を有した体制の整備 

〔必要性〕地域体制の整備。 

〔効果〕安心した地域生活が送れ

る体制。 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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７ 医療の確 

 保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 過疎地域持続的

発展特別事業 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族介護者手当支給事業 

〔事業内容〕在宅の重度要介護者

を介護している家族に手当金を支

給 

〔必要性〕経済的負担の軽減。 

〔効果〕施設入所等の抑制につな

がることで介護給付費の抑制。 

 

緊急通報装置設置事業 

〔事業内容〕緊急通報装置の貸与

及び管理 

〔必要性〕安心した地域生活の確

保 

〔効果〕安心した自宅生活を送る

ことによる不安の解消。 

 

社会福祉協議会補助事業 

〔事業内容〕社会福祉協議会への

補助 

〔必要性〕地域福祉の推進。 

〔効果〕高齢者、障がい者等の活

動の場の確保。 

 

地域医療対策事業 

〔事業内容〕医師を目指すものへ

の奨学金の貸し付けや地域医療対

策に関する補助 

〔必要性〕医師不足の解消及び医

療体制の整備。 

〔効果〕安心して暮らせる医療体

制の充実。 

 

保健医療介護連携体制構築事業 

〔事業内容〕訪問看護ステーショ

ンへの補助 

〔必要性〕医療資源不足の補完。 

〔効果〕適切な医療体制の維持。 

 

地域医療介護情報ネットワーク事

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来かなえ 

機構 

 

 

 

 

未来かなえ
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８ 教育の振  

興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 過疎地域持続的

発展特別事業 

義務教育 

 

 

 

 

高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業 

〔事業内容〕近隣の医療・介護・保

健・福祉機関をネットワークで結

んだシステムの運用負担金 

〔必要性〕適切な医療が受けられ

る体制の整備。 

〔効果〕受診時間の短縮や適切な

薬の処方。 

 

在宅当番医運営負担金 

〔事業内容〕休日の医療機関体制

を維持するための負担金 

〔必要性〕救急医療体制の確保 

〔効果〕適切な医療体制の維持 

 

看護師確保対策（地域おこし協力

隊事業） 

〔事業内容〕看護師を地域おこし

協力隊として設置 

〔必要性〕医療従事者の確保 

〔効果〕医療体制の安定 

 

中学生海外派遣事業 

〔事業内容〕中学生を対象とした

海外派遣事業 

〔必要性〕世界で通用する語学力

の育成 

〔効果〕豊かな国際感覚の醸成 

 

住田高校教育振興事業補助 

〔事業内容〕住田高校教育振興会

が行う事業への補助 

〔必要性〕教育振興の推進 

〔効果〕経済的負担の軽減や新入

学生の増加 

 

住田高校魅力化推進事業 

〔事業内容〕住田高校生へのキャ

リアサポートや学習サポート等 

機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

気仙医師会 

気仙歯科 

医師会 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

住田町 
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10 集落の整  

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)過疎地域持続的

発展特別事業 

集落整備 

 

〔必要性〕中山間地域・過疎地域

における教育の質の確保 

〔効果〕教育等の質の向上や新入

学生の増加 

 

森林環境学習事業 

〔事業内容〕保育園児から成人ま

でを対象とした世代ごとの森林学

習の実施 

〔必要性〕世代ごとの森林学習の

推進 

〔効果〕環境意識の向上及び人材

育成 

 

国際理解教育推進事業 

〔事業内容〕国際教育講師を採用

した英語教育の実施や英語検定受

験時の補助 

〔必要性〕世界で通用する人材の

育成や国際社会における主体性に

生きていくための意欲の向上。 

〔効果〕豊かな国際感覚の醸成。 

 

地域づくり推進事業 

〔事業内容〕小さな拠点づくり中

間支援業務及び地域交付金 

〔必要性〕地域住民が主体となっ

て町づくりに取り組む環境の整

備。 

〔効果〕住民の町づくりに対して

の意識の向上。 

 

協働推進事業 

〔事業内容〕町づくり団体が行う

事業に対して補助 

〔必要性〕地域住民が主体となっ

て町づくりに取り組む環境の整

備。 

〔効果〕地域の活性化。 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

住田町 

 

 

 

 

 

 

 


